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１１１１    登米市の概況登米市の概況登米市の概況登米市の概況    

・・・・位置と地勢位置と地勢位置と地勢位置と地勢                                                        【登米市の位置】【登米市の位置】【登米市の位置】【登米市の位置】    

 登米市は、宮城県の北東部に位置し、北は岩

手県に接しています。西部は丘陵地、北上川左

岸の東部は山間地、その間を県内有数の穀倉地

帯を形成する肥よくな登米耕土が広がっており、

面積は 536.38 キロ平方メ－トルと仙台市、栗原

市、石巻市に次いで県内第４位の広さを有して

おります。 

 また、市域を３等分するように北上川、迫川が南北に貫流し、多くの支流が注いでいるほか、西部

には水鳥の生息地として国際的に重要なラムサ－ル条約指定登録湿地の「伊豆沼・内沼」をはじめ、

豊かな水辺空間を有しております。さらに、南東部には南三陸金華山国定公園の一部を有するなど、

豊かな自然に恵まれた「水の里」らしさを形成しています。 

 

・人口と世帯数・人口と世帯数・人口と世帯数・人口と世帯数    

  本市を構成する迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町及び津山町は、

明治、昭和の大合併を経験し行財政基盤の拡大を図りながら、平成の大合併を経て、平成１７年４月

１日に新しい登米市が誕生しました。 

  人口は、平成１７年国勢調査において 89,318 人で、平成１２年国勢調査時より約４％減少してい

ます。一方、世帯数は平成１７年国勢調査において 24,986 世帯で、昭和５５年国勢調査時の 22,796

世帯から増加を続け、１世帯当たりの人員は減少してきており、核家族化の進行など世帯構成の変化

が進んでいることが分かります。 

  また、年齢別３階層人口は、平成２年から平成１２年の１０年間に年少人口の割合が 20.4％から

15.0％に減少していますが、逆に高齢人口の割合が 17.4％から 25.2％に増加しており、少子高齢化

が進んでいます。 

 

 

第第第第１１１１章章章章    総総総総    論論論論    
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２２２２    地域福祉活動計画とは地域福祉活動計画とは地域福祉活動計画とは地域福祉活動計画とは    

登米市社会福祉協議会（以下「登米市社協」と称します。）は、合併後４年

が経過し、登米市社協本部及び９町域各支所において地域に根ざした種々の

在宅・地域福祉事業を展開してきました。 

こうした中、広域的な連携が強化される反面、市を取り巻く社会経済情勢

や地域福祉ニ－ズは著しく変化するものと予想されます。増大する地域福祉

ニ－ズに対応し、地域住民が安心して生活を送るためには、公的福祉サ－ビ

スだけでなく、社会福祉協議会などが中心となっている住民相互の支えあい

活動のほか、ボランティア活動、ＮＰＯ（非営利活動）などによる福祉活動

が不可欠となっております。 

また、国は社会福祉法第１０７条に市町村により「地域福祉計画」を策定

することを定めました。同時に社会福祉協議会に対し、住民による行動計画

となる「地域福祉活動計画」の策定を求めています。これら二つの計画は車

の両輪であり、その目的は共に「地域の福祉力」を向上することにあります。 

この計画は、登米市社協がこれまで培ってきた地域福祉活動の実践を更に

発展させ、且つ新たな福祉ニ－ズ解決に向けた「住民互助」による活動の計

画策定であり、さらに、住民誰もが住みやすいまちづくりを公私協働のもと

民間の立場で推進するものです。 

住民や各種機関及び団体との連携・協力のもとに、地域福祉を推進する基

盤強化を図りながら地域住民の自発的な福祉活動を促進すべく、登米市の地

域福祉を着実に推進するための内容を定めるものです。 
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３３３３    計画策定の意義と期間計画策定の意義と期間計画策定の意義と期間計画策定の意義と期間    

（１）計画策定の意義 

この計画は、民間の立場で進める地域福祉活動の計画であるとともに、社

会福祉法に定められている社会福祉協議会がめざす地域福祉の姿を示すもの

であり、次のような意義があります。 

尚、この計画では、登米市社協の立場で地域福祉活動を進める上で組織基

盤強化の必要性に鑑み、登米市社協強化発展計画も盛り込み策定するものと

いたします。 

 

①計画づくりをとおして、地域住民や地域福祉推進の関係者が地域の福祉課

題について共通認識を持つと共に、地域福祉活動の目標について合意形成

を図ることにより、お互いの役割分担や協力して行う活動が明らかになり

ます。 

 

②計画づくりをとおして、住民や地域福祉推進の関係者が社会福祉協議会活

動への理解を深め、協力が円滑になり、活動基盤の強化につながります。 

 

③長期計画を策定することにより、地域福祉活動が継続的・体系的に進めら

れ、住民参加や関係機関団体等との連携が取りやすくなります。 

 

④民間（住民）の地域福祉活動の展開が明らかになることにより、行政計画

との連携が容易になります。 

 

⑤基本理念を基に一定の活動指針に沿った地域福祉活動を展開することによ

り、諸問題に対応する対策等が計画的に進められることが可能となり、行政・

住民の協力がより得られやすくなります。 

 

⑥民間（住民）主体による多様な地域福祉活動が展開されることで、多面的

な福祉サ－ビスの提供が可能となり、福祉の総合化が図られます。 

 

⑦地域福祉推進の実施主体として、また、住民主体による住民参加促進のま
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ちづくりや地域の福祉ニ－ズに基づく先駆的取り組みなど、社協の役割がま

すます期待される中、その体制の充実強化は急務といえます。 

住民会員制度としての会費の協力理解の拡充による財政基盤の強化や役員

体制のあり方、住民に信頼され理解される各種事業の推進等その基盤強化を

図りつつ、登米市行政との綿密な連携と登米市地域福祉計画との整合性を踏

まえ、民間福祉活動の中核としての役割を果たしていくため社協組織の整備

と強化を図ります。 

 

 

（２）計画策定の期間 

この計画は、平成２１年度から平成２８年度までの８年間とする。なお、

この期間中にモニタリング等を随時行いロ－リングしていくものとし、次の

前期・後期計画をもって構成する。 

 

 前 期  平成２１年度 から 平成２４年度 

 後 期  平成２５年度 から 平成２８年度 
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１１１１    活動計画の基本理念活動計画の基本理念活動計画の基本理念活動計画の基本理念    

 『一人ひとりの力をあわせ、みんなの幸せのために』『一人ひとりの力をあわせ、みんなの幸せのために』『一人ひとりの力をあわせ、みんなの幸せのために』『一人ひとりの力をあわせ、みんなの幸せのために』    

～共に支えあい誰もが安心して暮らせるまちづくり～～共に支えあい誰もが安心して暮らせるまちづくり～～共に支えあい誰もが安心して暮らせるまちづくり～～共に支えあい誰もが安心して暮らせるまちづくり～    

 

少子高齢社会への急速な進展と住民生活の多様化に伴い、今日の社会福祉

を取り巻く環境は大きく変化しています。 

すべての住民が人としての尊厳を持ち、住み慣れた地域の中で、年齢や障

害の有無、家庭の状況にかかわらず、地域社会の一員として安心して暮らせ

るまちづくりを目指し、市民一人ひとりが力をあわせ、行政等各種機関、団

体等との協働により、市民みんなが幸せになる福祉のまちづくりを進めるこ

とを本計画の基本理念とします。 

    

２２２２    基本目標基本目標基本目標基本目標    

本計画の基本目標は、上記の基本理念を踏まえて次のように設定します。 

 

（１）地域に根ざした福祉活動の充実 

～住民参加と協働による～ 

地域福祉活動とは、住民組織や住民個々がその判断や意志に基づき、地域

の福祉課題解決のため、住民及び関係機関、団体等と協働しながら進めてい

く活動をさしています。 

地域福祉活動を推進するためには、ボランティアの存在は欠かせません。

ボランティア活動への参加しやすい環境づくりを進めつつ、福祉や地域の担

い手を育成し、合わせて福祉教育の推進を図り、ボランティアセンタ－機能

の充実を図ります。また、地域に身近な存在としての民生委員児童委員や福

祉活動推進員との相互の連携強化を進めます。 

社協にとって、住民の身近な地域における福祉活動はその基盤をなすもの

であり、住民参加のもと地域に根ざした活動の充実を図ります。 

第第第第２２２２章章章章    基本理念と基本目標基本理念と基本目標基本理念と基本目標基本理念と基本目標    
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（２）利用者本位の福祉サ－ビスの充実 

～住民生活を守り育てる～ 

福祉サ－ビスとは、地域で生活している人のうち在宅で援助を必要とする

方が、住みなれた地域で安心して生活できるよう、その手助けをするための

サ－ビスです。 

介護保険制度におけるホ－ムヘルプサ－ビスやデイサ－ビス等を含め、子

どもからお年寄りまでが住みなれた地域で地域住民に見守られながら日常生

活を送られるよう、サ－ビス利用者の立場を第一と捉えた各種福祉サ－ビス

の充実を図ります。 

 

（３）総合支援体制の充実 

～安心安全な日常生活確保のために～ 

登米市では、住民誰もが住みなれた地域で安心して暮らせ、健康で生きが

いのある生活ができるまちづくりを目指しており、登米市社協においても住

民が安心で安全な生活が送られるよう、行政保健福祉関係課や民生委員児童

委員、専門相談機関等の連携により、住民生活上の様々な相談や専門相談等

の対応をしております。また、生活上の金銭面の支援としての貸付制度や義

援金支給など生活福祉を向上させる支援を進めています。 

今日の社会情勢や経済情勢の急激な変化に伴い、生活支援を必要とする人

が地域で安心して暮らすことができるよう、関係機関や関係者との更なる連

携強化のもと、住民の日常生活の自立支援へ向けた取り組みとして住民生活

に密着した支援体制の充実を図ります。 
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１１１１    地域に根ざした福祉活動の充実地域に根ざした福祉活動の充実地域に根ざした福祉活動の充実地域に根ざした福祉活動の充実    

    

（１）住民が主体的に活動するまちづくりの推進 

    

《《《《    現現現現    状状状状    》》》》    

 地域福祉を推進していくためには、地域に暮らす住民みんなが地域の課題

を自分自身の課題として受けとめ、ともに住民同士の話し合いを通して課題

解決に導いていく「住民主体」を確保することが必要とされております。登

米市では住民自らの視点で地域の生活課題発見のための方策があり、発見し

たニーズを潜在化させず、解決に向けた仕組み作りが進められている現状に

あります。 

登米市の状況をみますと、９町の合併により、広域的なまちづくりや行政

サービスの基盤強化が図られるなどの効果が得られました。しかし、制度と

して行政だけでのサ－ビスでは対応し切れない点もあり、住民の参加による

地域福祉活動の充実が不可欠な時代になってきています。 

登米市として一つになったとはいえ、地域ごとに人口規模、歴史、住民意

識も異なりますが、この地域は昔から「契約講」「契約講」「契約講」「契約講」（※（※（※（※1111））））「結（ゆい）」「結（ゆい）」「結（ゆい）」「結（ゆい）」（※（※（※（※2222））））と

いう労力の貸し借り等により、日常生活の円滑化を図る相互扶助（共助）の

精神が根底にある地域でした。しかし、生活様式や労働時間帯も様々な形態

となっている現在、地域での住民同士の共通点が少なくなり、昔ながらの互

助意識が薄くなっています。 

登米市社協は、住民組織を大切にしながら、地域住民・関係者による主体

的な組織づくりを進めています。住民の身近な地域における活動は、地域福

祉活動の基盤をなすものであり、地域に根ざし住民生活に密着した福祉活動

を推進するために、いろいろな分野からの市民・団体の参加により、各種委

員会等を設け、福祉課題について検討しています。 

    

第３章第３章第３章第３章    基本基本基本基本目標目標目標目標による実施計画による実施計画による実施計画による実施計画    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（※（※（※（※1111）契約講）契約講）契約講）契約講    

（※（※（※（※2222）結（ゆい））結（ゆい））結（ゆい））結（ゆい）    

契約講、結（ゆい）

とは、主に小さな

集落や自治単位に

おける共同作業の

制度である。一人

で行うには多大な

費用と期間、そし

て労力が必要な作

業を、集落の住民

総出で助け合い、

協力し合う相互扶

助の精神で成り立

っています。 



- 8 - 

 

《《《《    課課課課    題題題題    》》》》    

    昔ながらの互助意識が薄くなりつつあるとはいえ、福祉に対する住民の意

識も高くなり、それぞれの地域で住民視点を尊重した福祉のまちづくりが求

められています。 

住民みんなが安心して生活していくためには、行政サービスだけに頼らず、

自助・共助・公助の考え方をみんなで理解し、実践していく必要があります。 

身近な福祉課題を明確に把握し、より多くの人の意見やニーズを見出して

いくためにも、住民同士の話し合いの場を設けることをはじめ、様々な活動

に参加し、より多くの人々と出会い、情報を得ていくことで今までわからな

かった課題が見えてくるようになります。地域のみんなで福祉課題を共有す

ることで、問題解決に向けての取り組みへと進めていくことができるのです。 

しかし、今日の住民観点からすれば、生活様式や労働環境・労働時間帯の

多様化等により、住民と集う事業などは開催時間の持ち方、参加方法などの

課題があり、参加者が集まりにくいことが懸念されます。 

地域住民の意見や潜在的なニーズを見出していくためには、住民視点での

参加しやすい方法を考え、みんなが互いに語り合える「場」つくりを設定し、

地域住民や自治体関係者と協議していく必要があります。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

住民の福祉・生活課題が多様化している中で、公的な福祉サービスや行政

による施策だけでの解決は大変困難であります。自助・共助・公助の仕組み

をみんなで理解し、地域住民、ボランティア、関係機関などと協力しながら

みんなで地域福祉活動を進めていきます。 

「安心・安全」な福祉のまちづくりを推進するためにも、社協は地域福祉

の担い手をみいだし、地域住民が主体的に組織活動できるよう支援していき

ます。また、福祉・生活課題を抱えた方が地域で孤立することがないよう問

題解決に向け、地域ぐるみで取り組める支援体制に努めます。さらに、より

多くの人が福祉について語り合える「場」を設けたり、住民が集う事業など、

住民が積極的に参加しようと思うまちづくりを進めていきます。 

また、様々な福祉ニーズの解決に向けた地域福祉を推進するため、住民主

体による地域福祉活動計画を策定し取り組んでいきます。 
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《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

①地区委員会の開催①地区委員会の開催①地区委員会の開催①地区委員会の開催（（（（※※※※3333））））    

・９地区それぞれの地域で、総合的な地域福祉の充実と発展のための協議を 

行います。 

・住民自らが地域の福祉課題を発見・共有化し、関係機関と協働のもと、そ 

の解決へ向けた方策への取組みの展開を図っていきます。 

・住民の視点で社協事業推進の評価を行います。 

 

②②②②小地域ネットワーク活動の推進小地域ネットワーク活動の推進小地域ネットワーク活動の推進小地域ネットワーク活動の推進    

・住み慣れた地域、住み慣れた家でいつまでも安心して暮らしていけるよう 

に、概ね行政区単位で、要援護者への見守りや身のまわりのお世話、緊急 

時の連絡・通報など、近隣住民や関係機関との協力のもと身近なところで 

素早く対応できるようにネットワークの組織化を進めていきます。 

・住民の福祉活動への参加意欲を生み出していくために、高齢者や障がい者を 

含めて、住民すべてが対等な立場で力を合わせ、みんなの力で地域全体の問 

題解決に取り組んでいける体制づくり（小地域ネットワーク活動推進協議会 

〈仮称〉）を推進していきます。 

 

③③③③住民ニーズの把握住民ニーズの把握住民ニーズの把握住民ニーズの把握    

・地域の住民から、日頃、地域福祉に対して感じていることや今後の福祉課 

題等を理解・共有する場として、小地域単位で地域福祉懇談会を積極的に 

開催していきます。また、「地域の生活課題」や「住民ニーズ」を発見・整 

理し、問題解決に向けた取り組みとして「住民意識調査」等のアンケート 

調査を行っていきます。 

・ミニデイサービスやふれあいサロン、福祉団体の集会等、住民が集まる機 

会に併せて、積極的に地域に出向いて住民の意見やニーズを掘り起こして 

いきます。 

・これまでふれ合う機会が少なかった若年層からの福祉・生活課題を理解す 

る方法としてインターネットを活用し、情報の提供や住民の意見・ニーズ 

を掘り起こしていきます。 

 

④④④④社会福祉大会・福祉のつどいの開催社会福祉大会・福祉のつどいの開催社会福祉大会・福祉のつどいの開催社会福祉大会・福祉のつどいの開催    

・地域の社会資源を生かした多様な福祉サービスが受けられるよう、福祉サ 

ービスを受ける人、担い手も共に地域社会の一員として互いに支え合う共 

助の仕組みを啓発します。 

・誰もが暮しやすいまちづくりの実現に向けて、各方面で様々な活動を展開 

している人・団体のより一層の活動の充実を図ります。 

((((※※※※3333))))地区委員会地区委員会地区委員会地区委員会    

登米市社協の各

支所に設置し、当

該地域の総合的

な地域福祉の充

実と発展のため

の施策や社協事

業推進の評価等

について協議し

ます。また、必要

な事項について

登米市社協会長

に対して意見を

述べていくこと

も可能です。委員

には当該地域の

行政区長・民生委

員児童委員・ボラ

ンティア・学校関

係者・福祉団体・

行政機関の代表

者等で構成して

おります。 
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・あらゆる福祉・生活課題を住民皆で共有し、理解してもらうためにも、一

般から参加を促していきます。 

 

⑤⑤⑤⑤地域福祉活動計画の策定・評価・見直し地域福祉活動計画の策定・評価・見直し地域福祉活動計画の策定・評価・見直し地域福祉活動計画の策定・評価・見直し    

・中核的・公共的に地域福祉を推進している社協が中心となり、登米市地域

福祉計画を踏まえながら住民参加のもと地域福祉活動計画を「策定」して

いきます。 

・９地区それぞれの地区委員会において、多様な視点から計画と実効性につ

いて「評価」していきます。 

・「見直し」の検討が必要とされた項目については、本計画作成に携っている

地域福祉活動計画策定委員のメンバーによる「見直し検討委員会（仮称）」

において再度点検していきます。 

小地域ネットワーク活動 

 

 

 

 

 

 

 

      見守り支援                見守り支援              見守り支援 

 

 

 要援護者     要援護者  要援護者     要援護者  要援護者     要援護者 

ネットワーク連絡

ネットワーク協力ネットワーク協力ネットワーク協力

民生委員児童委民生委員児童委民生委員児童委民生委員児童委

小地域ネットワーク活動推進協議会 

 

地域のネットワーク活動について話し合い、これからの地域福祉全般を様々な角度から 

検討します。 

行政区長/民生委員児童委員/ボランティア協会/福祉施設/行政（市総合支所・市民生活部

等）/社会福祉協議会 

各行政区小地域ネットワーク連絡会 

地域のネットワーク協力員をとりまとめ、さらに積極的な福祉のまちづくりについて話し合

う連絡会です。 

行政区/民生委員児童委員/福祉活動推進員/婦人会/老人クラブ/消防団/ボランティア等の

住民組織の代表者 

行 政 区行 政 区行 政 区行 政 区

～小地域ネットワーク活動のしくみ～ 
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                     実施期間－ 

役割分担役割分担役割分担役割分担    

    

○ 地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割    

・地域住民が集まる機会等に積極的に参加し、多様な意見を出し合います。 

・地域の福祉課題について語り合い、それぞれ出来る役割を考えていきます。 

・みんなが安心して生活できるよう、近所の人の声掛けや見守りなどを進め、

地域との結びつきを強めていきます。 

・「助けられ上手」となって、困った時には早めに相談します。 

    

○ 社協の役割社協の役割社協の役割社協の役割    

・福祉課題の把握と関係機関との連携を図るため、地区委員会を定期的に開

催します。 

・誰もが気軽に地域福祉活動に参加できる仕組みやきっかけづくりを提供し

ていきます。 

・地域にある福祉課題を把握し、人的資源や関係機関と連携しながら地域福

祉の推進を図ります。 

・近隣関係や地域との結びつきを育てる交流の場づくりを推進していきます。 

・社会的抑制や孤立により、表出されないニーズや潜在的なニーズを見出し

ていけるよう、情報提供だけでなく、要援護者との信頼関係を第一に考え

ていきます。 

・地域に積極的に出向いて、地域に寄り添った相談・援助活動を行っていき

ます。

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①地区委員会の開催 

 

   

②小地域ネットワーク活動の推進 

 

   

③住民ニーズの把握 

 

   

④社会福祉大会・福祉のつどいの開催 

 

   

⑤地域福祉活動計画の策定・評価・見直し 
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（２）福祉を支える人・組織の育成 

    

《《《《    現現現現    状状状状    》》》》    

 住民が協力し自ら地域を創り上げ「住民主体」を基本として活動すること

により、地域福祉への理解が深まってボランティアなど「福祉を支える人」

となる担い手になります。 

しかし、地域活動に参加したいが方法が分からない人、何をしたらいいの

か分からない人が少なからずおります。社協ではそういった機会を提供し、

資質向上のための研修会の開催や福祉体験学習などを実施し、人材育成を行

い活動の場の提供を図りながら地域活動の人材の育成を行っております。 

また、元来どこの地区にも区域をまとめてきた担い手がおり、防災・防犯・

福祉教育・子育てなどの地域力を高める意味で大きな存在となっております。

行政区を単位とした地域活動では、行政区長が中心になっている場合が多い

ですが、登米市ではそれぞれの町域によって活動の担い手が異なっています。

例えば、町内会長や民生委員児童委員であったり福祉活動推進員であったり

と様々です。 

 

【【【【登米市ボランティアセンターへの登録団体数及び登録者数登米市ボランティアセンターへの登録団体数及び登録者数登米市ボランティアセンターへの登録団体数及び登録者数登米市ボランティアセンターへの登録団体数及び登録者数】】】】    

区 分 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

登録団体数 ８０団体 ９６団体 １６４団体 

登 録 者 数 ２，３８４名 ２，７５６名 ２，３５８名 

 

《《《《    課課課課    題題題題    》》》》    

 担い手が異なっても進む方向が同じであれば目的は達成されていくもので

すが、それぞれが所属する機関により職務内容や持っている情報などが異な

っていますのでその地域での各関係機関がどのように連携を図るか大きな課

題にもなっています。 

 民間の福祉団体、民生委員児童委員協議会やボランティアまたは、ＮＰＯ

等の専門職の団体との協働によって、生活上の困りごとや地域で抱える問題

など諸課題への対応が求められております。 

 

 

 

 

 



- 13 - 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

 福祉活動を進める上で、住民の代表や知識経験を有する関係者が参画した

ボランティアセンター運営機能の充実を図るとともに、ボランティア団体や

ＮＰＯとの連携や協働を強め、災害時はもとより日常さまざまな場面での地

域連携を進めるための人材・組織育成を行います。また、地域で活動してい

るボランティア団体に対する支援も活動の目的を尊重しながら、今後も継続

してその団体が発展するよう支援や育成をしていきます。 

また、益々多様化してくると思われる専門的ニーズに対応するため、地域

から多くの人材を発掘し、対応する知識と技能を兼ね備えた人材の育成を図

ります。 

 

《《《《    具体的な取組具体的な取組具体的な取組具体的な取組みみみみ    》》》》    

①①①①ボランティアセンターの運営・充実ボランティアセンターの運営・充実ボランティアセンターの運営・充実ボランティアセンターの運営・充実    

・地域でボランティアに興味関心がある方々を発掘し研修会等を開催するこ

とにより、人材育成やボランティア活動の啓発・普及を行います。 

・児童・生徒に対するボランティア体験を実施します。 

・住民及びボランティア活動者（団体）への相談助言、登録斡旋、情報提供

を推進します。 

・関係機関・団体との連携及び連絡調整を行います。 

 

②②②②災害ボランティアセンターの運営・充実災害ボランティアセンターの運営・充実災害ボランティアセンターの運営・充実災害ボランティアセンターの運営・充実    

・大規模災害時に備えての研修会を実施し、人材育成を行います。 

・災害ボランティアセンターの設置訓練を行います。 

・災害ボランティアセンターの運営を検討するため、福祉関係団体や住民自

治組織の代表者等で組織する災害ボランティアセンター運営協議会の設立

を推進します。 

 

③③③③ボランティア団体の支援ボランティア団体の支援ボランティア団体の支援ボランティア団体の支援    

・ボランティア協会や友の会など町域の連絡調整活動をしている団体へ、自

主性を尊重しながら運営や事業企画立案に関する支援を行います。さらに、

その構成団体になっている、それぞれ個別の目的達成のため活動している
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各種団体へも育成や支援を行います。 

 

④④④④福祉活動推進員長会議・研修会の開催福祉活動推進員長会議・研修会の開催福祉活動推進員長会議・研修会の開催福祉活動推進員長会議・研修会の開催    

・登米市社協では行政区域ごとに、地域福祉活動を推進することを目的とし

た福祉活動推進員とそれを取りまとめる推進員長を選任しております。そ

の福祉活動推進員及び同推進員長を対象とした会議や研修、事業の周知等

を推進していきます。 

・要援護者の実態把握のため民生委員児童委員と連携を強化します。 

 

⑤⑤⑤⑤訪問介護員訪問介護員訪問介護員訪問介護員２２２２級課程養成講座の実施級課程養成講座の実施級課程養成講座の実施級課程養成講座の実施    

・現行制度で継続されている介護専門職として、地域の現場で必要とされる

訪問介護員２級課程養成講座を実施し、将来的に介護福祉士をめざす人材

を育成します。 

 

⑥⑥⑥⑥人材育成研修事業の開催人材育成研修事業の開催人材育成研修事業の開催人材育成研修事業の開催    

・学校の先生や企業ボランティアなどを対象とした、福祉体験学習のための

ボランティア養成講座・キャップハンディ指導者養成講座等開催し、指導

者を養成していきます。 

 

 

      実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①ボランティアセンターの運営・充実 

 

   

②災害ボランティアセンターの運営・充実 

 

   

③ボランティア団体の支援 

 

   

④福祉活動推進員長会議・研修会の開催 

 

   

⑤訪問介護員 2 級課程養成講座の実施 

 

   

⑥人材育成研修事業の開催 
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役割分担役割分担役割分担役割分担    

    

○ 地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割    

・地域福祉の向上のためボランティア活動に積極的に参加します。 

・ボランティア活動団体の組織づくりを支援します。 

・災害時の対応や防災意識向上のため防災訓練や災害復興の研修会に参加

します。 

・住民相互が協力しボランティアなどを自主活動として参加を呼びかけま

す。 

・地域の諸問題の把握や要援護者の支援に努め会議や研修会に参加します。 

    

○ 社協の役割社協の役割社協の役割社協の役割    

・ ボランティア活動を支援するため情報収集や提供を継続的に行います。 

・ 市や福祉団体と連携を図り地域住民のニーズ把握に努めます。 

・ ボランティアなど地域活動の担い手と共に福祉事業を推進します。 

・ ボランティア団体の支援を行い、市と共に協働による福祉のまちづく

りを行います。 

・ 会議や研修を開催しボランティアの啓発と普及を行います。 

・ 災害時に備えて訓練を行い、対策など協議検討を行います。 

・ 福祉や介護の専門知識を有する人材育成を継続して行います。 

・ 会議、研修、広報、啓発、連絡調整を行い福祉推進を行います。 

・ 地域における福祉関係者や関係機関・団体等と連携し、福祉の推進を

図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

写 真 
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（３）福祉教育の推進 

《《《《    現現現現    状状状状    》》》》    

私たちの住む地域には、子どもやお年寄り、障がいのある人、外国人、妊

婦、子育て中の人など、さまざまな人が暮らしています。福祉教育は、こう

したさまざまな人々が共に支えあい誰もが安心して暮らしていくためにはど

うしたらよいかということを、福祉・ボランティア体験や交流などを通じて

学び、理解を深めていくことを目的としています。さらに、地域の課題を見

つけ出し、その解決に向けて話し合い行動していくことにより福祉を学ぶこ

とも福祉教育の一つと考えられてきており、今後重要な位置づけとなります。 

 登米市の福祉教育においては社協が重要な役割を果たしてきました。具体

的には、学校での福祉教育を支援するためにボランティア協力校指定事業を

実施し、多くの学校が指定を受け活動しています。この事業に併せ、各学校

では総合学習等でキャップハンディ体験学習や地域の高齢者世帯への訪問活

動、学校行事への招待事業等の交流事業も展開し、児童生徒だけではなく、

父兄も一緒に活動参加するなど、地域や関係機関が連携し実施されています。

そのほかにも、ボランティアワークキャンプ事業や福祉体験学習会、福祉ふ

れあい作品コンクールなどを開催しています。地域においては、ボランティ

ア講座を含め各種講座を開催するとともに、他団体の福祉教育を支援してい

ます。 

【ボランティア協力校指定数】 

 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

指定校数 32 35 38 36 

学校数 42 42 41 38 

    

《《《《    課課課課    題題題題    》》》》    

 学校での福祉教育については総合学習の中に取り入れられるなど成果を上

げてきましたが、一部の学校ではボランティア協力校指定事業の指定希望が

ないことに加え、各学校間の情報交換の機会がなく、活動のための関係機関

の連携がスムーズに取れていない現状にあります。 

また、地域福祉教育については各種講座開催などを実施してきましたが、

地域での課題解決を行うこと自体が新たに福祉教育と考えられるようになり、
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今後重要な位置付けとなります。しかし、そういった活動は始まって間もな

いものであり、はっきりとした活動が示されているわけではなく模索しなが

ら進めていく必要があります。 

    

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

 家庭、学校、職場、地域社会において福祉教育を充実し、交流や活動を活

発化することにより「共に支えあい誰もが安心して暮らせるまちづくり」の

実現を図ります。 

    

《《《《    具体的な取組具体的な取組具体的な取組具体的な取組みみみみ    》》》》    

①①①①ボランティア協力校の指定ボランティア協力校の指定ボランティア協力校の指定ボランティア協力校の指定（（（（※※※※4444))))    

・福祉教育を支援するため市内小中高校を全校指定し、助成金を交付します。

また、担当教職員への情報提供を行うとともに、各種事業への積極的参加を

促します。 

 

②②②②ボランティアワークキャンプの開催ボランティアワークキャンプの開催ボランティアワークキャンプの開催ボランティアワークキャンプの開催    

・中、高校生に福祉への理解を深めてもらうために、施設体験やキャップハ

ンディ体験、高齢者等との交流を行います。 

・社協や福祉施設など住んでいる町の福祉について学び理解を深めます。 

 

③③③③福祉ふれあい作品コンクールの実施福祉ふれあい作品コンクールの実施福祉ふれあい作品コンクールの実施福祉ふれあい作品コンクールの実施    

・福祉教育の普及を図るために多くの児童・生徒の参加を促します。 

・児童・生徒以外の方などへ広く知ってもらうために受賞作品等を多くの機

会をつくり広報します。 

 

④④④④小中高校福祉体験学習の実施小中高校福祉体験学習の実施小中高校福祉体験学習の実施小中高校福祉体験学習の実施    

・高齢者や障がい者への理解を深めるために、キャップハンディ体験などの

各種研修会を開催し、普及に努めます。 

 

⑤⑤⑤⑤小中高校福祉教育担当者研修会の開催小中高校福祉教育担当者研修会の開催小中高校福祉教育担当者研修会の開催小中高校福祉教育担当者研修会の開催 

・関係者間の情報の共有と意見交換を図るために担当者研修会を定期的に開    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((※※※※4444))))ボランティアボランティアボランティアボランティア    

協力校協力校協力校協力校    

学童・生徒の頃から

児童・高齢者・障害

者等との交流や福

祉活動、ボランティ

ア活動を体験する

ことにより、子ども

たちがさまざまな

人々を自然に受け

入れ、交流できる態

度や福祉への関心

を育むことを目的

とした事業を行う

指定校。    
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 催します。 

 

⑥⑥⑥⑥福祉学習用器具（高齢者等体験セット福祉学習用器具（高齢者等体験セット福祉学習用器具（高齢者等体験セット福祉学習用器具（高齢者等体験セット・車イス・白杖・ビデオ等）の貸出・車イス・白杖・ビデオ等）の貸出・車イス・白杖・ビデオ等）の貸出・車イス・白杖・ビデオ等）の貸出しししし    

・福祉教育の学習を行う際に必要な体験器具を購入し、整備、貸出します。 

 

⑦⑦⑦⑦福祉講座等の開催及び講師の紹介・斡旋福祉講座等の開催及び講師の紹介・斡旋福祉講座等の開催及び講師の紹介・斡旋福祉講座等の開催及び講師の紹介・斡旋    

・福祉教育を推進するために各種研修会を計画的に開催します。 

・多くの市民の方に参加していただくために、広報誌などを利用して広く参

加を呼びかけるとともに休日開催についても積極的に推進します。 

・地域などでの福祉講座開催を支援するために講師の紹介や斡旋を行います。

併せて、講師の養成や発掘、講師の研修の場を設けます。 

 

 

              実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①ボランティア協力校の指定 

 

   

②ボランティアワークキャンプの開催 

 

   

③福祉ふれあい作品コンクールの実施 

 

   

④小中高校福祉体験学習の実施 

 

   

⑤小中高校校福祉教育担当者研修会の開催 

 

   

⑥福祉学習用器具の貸出 

 

   

⑦福祉講座等の開催及び講師の紹介・斡旋 
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役割分担役割分担役割分担役割分担    

    

○ 地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割    

・家庭、地域、学校など身近なところから福祉について考えます。 

・各種事業、研修会に積極的に参加、協力します。 

・高齢者や障がいのある人などさまざまな人と交流します。 

・活動に協力できる人がいたら誘うなど、活動の輪を広げます。 

・地域で福祉課題などを見つけたら、関係者等に情報を提供します。 

 

○ 社協の役割社協の役割社協の役割社協の役割    

・活動を支援するため各種情報の収集や提供を行います。 

・活動を支援するため各種研修会を開催します。 

・子どもと大人、障がい者などさまざまな人との交流を支援します。 

・地域で活動している人、グループ間の交流の機会を設けるなど、地域での

ネットワークづくりを支援します。 

・今ある人材を有効に活用するとともに、新たな人材の発掘と養成を行いま

す。 

・活動に関する相談や支援のための相談体制の整備と職員の資質向上を行い

ます。 

・地域における福祉関係者や関係機関・団体等と連携します。 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

写 真 
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（4）自立した生活支援のための体制づくり 

 

《《《《    現現現現    状状状状    》》》》    

 現在、核家族化が進み高齢者世帯が増え、また、人々の地域社会とのつな

がりが希薄になってきています。そのため登米市内では、判断能力の十分で

ない認知症、知的・精神障害者等からの今後の生活に対する不安や、福祉サ

ービスの利用に関して支援を求める相談が寄せられています。 

 こうした方々が安心・自立した地域生活を送るための体制として、日常生日常生日常生日常生

活自立支援事業活自立支援事業活自立支援事業活自立支援事業((((通称通称通称通称：：：：まもりーぶ事業まもりーぶ事業まもりーぶ事業まもりーぶ事業))))※※※※5555 と成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度((((法人後見法人後見法人後見法人後見))))※※※※6666 が

あります。 

 登米市社協では、契約内容が理解できる方を対象に行うまもりーぶ事業に

ついて宮城県社協と協力しながら、利用者の通帳・印鑑等の保管、みやぎ地

域福祉サポートセンター専門員と生活支援員間の連絡調整等を行っています。 

 また、契約ができない方には、ご本人の権利を守り保護して、自立した生

活が送れるよう支援する成年後見制度の利用のサポートを行っています。 

日常生活自立支援事業の登米市相談件数日常生活自立支援事業の登米市相談件数日常生活自立支援事業の登米市相談件数日常生活自立支援事業の登米市相談件数          （単位：件） 

 

認知症 

高齢者 

知的 

障害者 

精神 

障害者 

その他 合計 

平成 

17 年度 

19 4 6 10 39 

平成 

18 年度 

17 5 9 5 36 

平成 

19 年度 

12 4 6 14 36 

合 計 48 13 21 29 111 

資料：登米地域福祉サポートセンター 

日常生活自立支援事業の登米市実利用者数日常生活自立支援事業の登米市実利用者数日常生活自立支援事業の登米市実利用者数日常生活自立支援事業の登米市実利用者数         （単位：人） 

 

認知症 

高齢者 

知的 

障害者 

精神 

障害者 

その他 合計 

平成 

17 年度 

20 9 2 2 33 

平成 

18 年度 

25 9 8 2 44 

平成 

19 年度 

21 9 9 4 43 

合 計 66 27 19 8 120 

((((※※※※5555))))日常生活自日常生活自日常生活自日常生活自

立支援事業立支援事業立支援事業立支援事業((((通称通称通称通称

まもりーぶ事業まもりーぶ事業まもりーぶ事業まもりーぶ事業))))    

認知症高齢者や

知的・精神障害者

など判断能力が

十分でない方の

福祉サービス利

用の相談・手続き

などを援助する

事業です。利用者

本人と契約を行

うため、契約につ

いて判断できる

能力が必要です。    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((※※※※6666))))成年後見制成年後見制成年後見制成年後見制

度度度度    

認知症や知的・精

神障がいなどに

より、判断能力が

十分でない方の

預貯金管理や日

常生活の契約な

どを、家庭裁判所

より選任された

成年後見人等が

保護・支援する制

度です。この成年

後見人等には、本

人の親族以外に

法律の専門家や

福祉関係の法人

等（法人後見）も

選ばれることが

あります。 
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《《《《    課課課課    題題題題    》》》》    

 今後、まもりーぶ事業や成年後見制度の利用者が増えていくと考えられて

います。 

 そのため、こうした自立支援や援助を必要とする方々へ、地域住民による

見守りや、行政区長、民生委員児童委員、登米市、登米市社協など、地域福

祉を推進する力を結集し、対象者や支援ニーズを把握するための体制づくり

が必要不可欠といえます。 

 これからのまもりーぶ事業については、さらに充実した自立支援体制とな

るよう登米市社協への全面業務委託が検討されています。 

このことにより、成年後見制度に関しても法人後見の必要性が高まってお

り、登米市社協の体制整備等に伴う関係機関との連携、強化が必要です。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

 福祉サービスの契約や利用などを適切に行うことが困難な認知症高齢者や

知的、精神障がいのある方に対して、地域で自立した生活が送れるよう福祉

サービスの利用援助や日常的金銭管理などを行う日常生活自立支援事業を充

実させます。また、関係機関が協力し支援する体制づくりを進めます。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

①①①①日常生活自立支援事業（まもりーぶ日常生活自立支援事業（まもりーぶ日常生活自立支援事業（まもりーぶ日常生活自立支援事業（まもりーぶ事業事業事業事業）の利用促進）の利用促進）の利用促進）の利用促進    

・登米市社協ホームページ、登米市社協だより、支所だよりへ事業内容を掲

載し、市民への周知を図ります。 

・市民が気軽に相談できるよう、各支所の相談受付体制を強化します。 

    

②②②②地域福祉サポートセンターとの連携強化地域福祉サポートセンターとの連携強化地域福祉サポートセンターとの連携強化地域福祉サポートセンターとの連携強化    

・専門員、生活支援員、登米市社協各支所の事業担当職員の意見交換や全体 

会議を行い、情報の共有化を図ります。 

 

③③③③自立生活支援のための体制強化自立生活支援のための体制強化自立生活支援のための体制強化自立生活支援のための体制強化    

・成年後見制度における法人後見との関わりについて関係機関と連携し、検 

討事項や体制整備について本計画８ヵ年の前期４年で検討していきます。 
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支

 
 

援

 

 

相

 
 

談

 

 契 約 

登米地域福祉サポートセンター 

 （登米市社会福祉協議会内） 

    

    

日常生活自立支援事業の概要図日常生活自立支援事業の概要図日常生活自立支援事業の概要図日常生活自立支援事業の概要図    

    

    

 

      利用者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

         

         

         

         

         

         

        

          

  みやぎ地域福祉サポートセンター 

      「まもりーぶ」 

   （宮城県社会福祉協議会内） 

 

 

検討期間－        実施期間－ 

 

実 施 項 目 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

①日常生活自立支援事業（まもりーぶ）の 

 利用促進    

 

   

②地域福祉サポートセンターとの連携強化 

 

   

③自立生活支援のための体制強化 

 

   

 

 

 

支

 
 

援

 

福

祉

サ

ー

ビ

ス

利

用

に

関

す

る

運

営

適

正

化

委

員

会

 

監  視 

監  視 

苦情の申し立て 

 

利

用

者

の

安

心

を

 

 

守

る

た

め

に

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((※※※※7)7)7)7)運営適正化運営適正化運営適正化運営適正化    

委員会委員会委員会委員会    

福祉サービス利用

援助事業の適切な

運営の確保や利用

者からの苦情を適

切に解決するため

に、宮城県社会福祉

協議会に設置され

ております。    

    

    

    

 

 

((((※※※※7777))))    
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役割分担役割分担役割分担役割分担    

    

○ 地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割    

・地域行事等を通じて、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、障がいのある方

と交流を深め日常生活自立支援事業（まもりーぶ）に関する情報を広めま

す。 

・利用対象者がいる場合、関係機関に情報を提供します。 

 

○ 社協の役割社協の役割社協の役割社協の役割    

・地域住民に分かりやすく、日常生活自立支援事業（まもりーぶ）について

の情報を提供します。 

・行政と情報の共有化や連携を強化し、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、

障害をもった方の福祉サービス利用に関するニーズの把握に努めます。 

・関係機関と連絡会議等を行い、情報交換と連携を図ります。 

・地域における福祉関係者や関係機関、団体等と連携します。 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

           ★相談受付から契約締結までは、専門員が行います。★相談受付から契約締結までは、専門員が行います。★相談受付から契約締結までは、専門員が行います。★相談受付から契約締結までは、専門員が行います。    

★契約締結後のサービス提供は生活支援員が行います。★契約締結後のサービス提供は生活支援員が行います。★契約締結後のサービス提供は生活支援員が行います。★契約締結後のサービス提供は生活支援員が行います。    
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２２２２    利用者本位の福祉サービスの充実利用者本位の福祉サービスの充実利用者本位の福祉サービスの充実利用者本位の福祉サービスの充実    

    

（１）高齢者福祉の充実 

《《《《    現現現現    状状状状    》》》》    

 平成１２年介護保険制度が施行されました。登米市では依然高齢化率の上

昇と要介護者の増加がみられます。第１次ベビーブーム世代が高齢者となる

平成２７年には、医療技術の向上、または、少子化や若者の地方離れの影響

により、ますます人口は減少し高齢人口が著しく増加することが予想されま

す。こうした状況を背景に、自宅での高齢者の日常生活を支える保健、医療、

福祉などのサービスの充実・強化が求められています。 

また、元気で活動的に暮らすことができる期間を延ばす目的の介護予防事

業が見直されてきております。一人暮らしや高齢者世帯の方への食の自立支

援、又は、社会参加を積極的に促し引きこもり防止を目的とした健康づくり

や交流会等を積極的に行っています。 

 

《《《《    課課課課    題題題題    》》》》    

 高齢者が要介護状態に陥ったり、状態がさらに悪化したりすることがない

よう、要介護状態になるおそれがある高齢者について、介護予防サービスの

提供や自立した生活を確保するための支援が必要です。しかし、色々な事業

に対し積極的に参加される方については、各種の支援、サ－ビスの提供がで

き比較的問題がないといえますが、一方で問題意識の違いから、参加を呼び

かけてもなかなか参加できない方ほど、介護予防サ－ビス等の支援が必要と

されています。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

 高齢者が地域社会の中で、自らの経験と知識を生かし、積極的な役割を果

たしていける生きがい対策の充実を図るとともに、できるだけ要支援・要介

護状態等にならないようにするために、介護予防事業を通じて社会参加や健

康づくりを支援していきます。また、行政区長・民生委員児童委員・地域包

括支援センター・ボランティア等と連携を図り、介護予防が必要でもなかな

か参加をいただけない方へ積極的な事業参加を促します。 
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登米市高齢者世帯の年次推移登米市高齢者世帯の年次推移登米市高齢者世帯の年次推移登米市高齢者世帯の年次推移             （単位：世帯‐戸、人口‐人、割合－％） 

年

度 

全世 

帯数 

住基 

人口 

1 世帯

当たり

人口 

高齢者のみの世帯 
高齢者のいる 

その他の世帯 高齢化率（%） 

独居 二人世帯 三人以上 計 世帯数 割合 前期 後期 全体 

16 26,072 91,468 3.51 1,850 1,640 137 3,627 12,388 47.5 － － － 

17 26,180 90,633 3.46 1,997 1,648 143 3,788 12,353 47.2 13.3 14.2 27.5 

18 26,302 89,439 3.40 2,135 1,685 151 3,971 12,200 46.4 12.7 14.5 27.2 

                      資料：宮城県高齢者人口調査 

    
    
《《《《    具体的な取組具体的な取組具体的な取組具体的な取組みみみみ    》》》》    

①配食サービス事業①配食サービス事業①配食サービス事業①配食サービス事業    

・調理が困難な一人暮らし高齢者を対象に、栄養バランスのとれた配食サ－ 

ビスを提供します。また、居宅を訪問しサービスを提供することと併せて 

安否確認も行います。 

 

②福祉用具貸出事業②福祉用具貸出事業②福祉用具貸出事業②福祉用具貸出事業    

・利用者の日常生活の向上と介護者の在宅介護の軽減を図るため、福祉用具 

を貸出します。 

 

③③③③ひとり暮らしひとり暮らしひとり暮らしひとり暮らし高齢者高齢者高齢者高齢者等の集い等の集い等の集い等の集い    

・引きこもり防止や社会参加を目的とした会食会を開催します。 

 

④④④④軽度生活援助事業軽度生活援助事業軽度生活援助事業軽度生活援助事業    

・高齢者が住み慣れた地域で生活し続けることができるよう、日常生活の援 

助が必要な在宅のひとり暮らし高齢者等を対象として、家事支援を行いま 

す。 

    

⑤⑤⑤⑤要介護認定調査要介護認定調査要介護認定調査要介護認定調査    

・要介護認定の申請者への面接、心身の状況、その置かれている環境等の調

査を行います。 
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⑥⑥⑥⑥外出支援サービス事業外出支援サービス事業外出支援サービス事業外出支援サービス事業    

・外出困難な高齢者の積極的な社会参加や通院等の移動手段の確保として、

福祉車両による外出支援サービスを実施していきます。 

 

⑦⑦⑦⑦家族介護支援事業家族介護支援事業家族介護支援事業家族介護支援事業    

・在宅で介護をされている方を対象に、介護に関する勉強会やリフレッシュ

を兼ねた交流会を開催します。 

 

⑧⑧⑧⑧ミニデイサービス事業ミニデイサービス事業ミニデイサービス事業ミニデイサービス事業    

・ボランティアに協力をいただき、高齢者の引きこもり防止や社会参加を目

的として開催します。 

 

⑨⑨⑨⑨地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター((((※※※※8)8)8)8)    

・日常生活の支援や援助が必要な方、在宅介護をされている方への相談窓口

や、より暮らしやすい地域にするため、さまざまな機関とのネットワーク

作り等を行います。 

・高齢者の皆さんが安心していきいきと暮らすために、皆さんの持つさまざ

まな権利を守るために、成年後見制度の紹介や、虐待を早期に発見したり、

消費者被害などに対応します。 

 

➉➉➉➉行政区長・民生委員児童委員・地域包行政区長・民生委員児童委員・地域包行政区長・民生委員児童委員・地域包行政区長・民生委員児童委員・地域包括支援センター・ボランティア等と括支援センター・ボランティア等と括支援センター・ボランティア等と括支援センター・ボランティア等と

の連携の連携の連携の連携    

・介護予防事業を通じて社会参加や健康づくりを支援していく上で、介護予

防が必要でもなかなか参加をいただけない方への事業参加を促すため、関

係者の定期的情報交換を行うほか、参加理解を得るための個別説明や声が

け等、身近な立場で連携を図ってまいります。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((※※※※8)8)8)8)地域包括地域包括地域包括地域包括

支援センター支援センター支援センター支援センター    

従来の在宅介護支

援センターの機能

再編で、概ね人口２

～３万人に１ヶ所

程度設置されてお

ります。業務内容は

介護予防、総合相

談、権利擁護、ケア

マネージャー支援

となっております。

保健師、社会福祉

士、主任介護支援専

門員の３職種が連

携し、関係機関のネ

ットワークづくり

や住民活動をサポ

ートしていくとこ

ろです。 
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        実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①配食サービス事業 

 

   

②福祉用具貸出事業 

 

   

③ひとり暮らし高齢者等の集い 

 

   

④軽度生活援助事業 

 

   

⑤要介護認定調査 

 

   

⑥外出支援サービス事業 

 

   

⑦家族介護支援事業 

 

   

⑧ミニデイサービス事業 

 

   

⑨地域包括支援センター 

    

 

役割分担役割分担役割分担役割分担    

    

○ 地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割    

・ひとり暮らしや高齢者世帯の孤立を防ぐため、地域で積極的に声掛けを

するなどの見守り活動を行います。 

・お互いさま助け合いの精神で、ボランティア活動に積極的に参加します。 

○ 社協の役割社協の役割社協の役割社協の役割    

・閉じこもりぎみな地域のひとり暮らしや高齢者世帯へ、積極的な事業

参加を促します。 

・高齢者が元気に生きがいを持った生活が送れるよう、介護予防事業を

積極的に行います。 

・事業に関する講師の派遣や調整を行います。 

・サービスの向上を常に心掛け、住民のニーズに応えるべき迅速な対応に

努めます。 

・地域における関係機関・団体等との連携により、地域福祉の推進を図り

ます。 
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（２）子育て支援の充実 

    

《《《《    現現現現    状状状状    》》》》    

核家族化や少子高齢社会の進行などを背景に、人と人とのつながりが希薄

化し、地域社会では人々を温かく見守る力が次第に弱まっている状況にあり

ます。地域で支えるため地域ボランティアの支援と協力、育成がなされるな

ど子育て支援のための対策が急速に進められています。 

また、親の働き方の多様化とともに、保育サービスも時間延長や一時保育

など様々な形態が求められるようになっています。子育ての不安を訴える母

親の増加や、幼児虐待の問題、子どもが安全に安心して育つ環境が失われつ

つあり、子育て家庭をとりまく環境は大きく変化しています。 

登米市社協では、一部地域において子育て中の親子等を支援し、子育てに

よい環境づくりを行うため「子育てサポーター「子育てサポーター「子育てサポーター「子育てサポーター((((※※※※9999））））」」」」を実施しています。 

 

登米市家族形態の推移登米市家族形態の推移登米市家族形態の推移登米市家族形態の推移    

 

うち夫婦の

みの世帯

うち6歳未満

の子供と夫婦

うち

一般世帯

うち施設

入所等世

帯

世帯数 9,656 3,105 1,104 9,673 3,713 1,887 24,929 24,865 55

％ 38.73 12.45 38.80 38.80 14.89 7.57 100.00 99.74 0.26

世帯数 10,220 3,274 8,704 8,704 4,044 2,077 25,045 24,989 56

％ 40.81 13.07 34.75 34.75 16.15 8.29 100.00 99.78 0.22

全世帯

平成12年

平成17年

区分 核家族

三世代

同居

単独世帯

左記以外

の世帯

（国勢調査/各年 10 月 1日現在） 

 

《課《課《課《課    題》題》題》題》    

子育て支援は、行政主導で実施されており、地域ボランティアについては

把握できないものもあり、効率的な展開も視野に入れた事業の見直しと、新

たな事業の展開が必要となっております。さらに、行政・家庭・地域・学校・

事業所など社会全体で連携・協力し子育てしやすい環境の充実を図るなど、

地域における子育て支援体制づくりが求められています。 

 

 

 

    

    

    

    

    

((((※※※※9999))))子育てサポ子育てサポ子育てサポ子育てサポ

ーターーターーターーター    

家庭の事情で、一

時的に家事が増

えたり、外出しな

ければならない

ときに、子どもの

世話などをする

ボランティアを

派遣する。 
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《推進目標》《推進目標》《推進目標》《推進目標》    

少子・高齢社会の中で、次世代を担う子どもが安心して健やかに育つこと

ができるよう、子育て世代の孤立化を予防し、親自身がゆとりを持って子育

てができるような生活環境を確保します。また、父親の子育て参画の推進、

ひとり親家庭への自立支援等、子どもたちがより多く愛され地域への愛着を

深められるよう、地域全体が子どもと子育て家庭をみんなで支援する体制づ

くりを進めます。 

 

《具体的な取組《具体的な取組《具体的な取組《具体的な取組みみみみ》》》》    

①子育てボランティアの育成①子育てボランティアの育成①子育てボランティアの育成①子育てボランティアの育成    

・地域で子どもに指導援助できるボランティアの育成をします。 

・子育てサポーター養成講座を開催します。 

・「子育てサポーターの派遣事業」行います。    

・学童保育や預かり保育体制整備への協力 

    

②ひとり親家庭親子交流の②ひとり親家庭親子交流の②ひとり親家庭親子交流の②ひとり親家庭親子交流の開催開催開催開催    

・親子でふれあう場の提供をします。 

 

③子育て相談等の実施③子育て相談等の実施③子育て相談等の実施③子育て相談等の実施    

・子育てや生活上の悩みごとに対して、気軽に相談できる場を設けます。 

 

④子育てグループの支援④子育てグループの支援④子育てグループの支援④子育てグループの支援    

・育児に関する自主活動に対して、活動場所（拠点）の確保や情報の提供を

行います。 

・地域ぐるみで子育て支援が必要な人たち同士の仲間づくりを推進していき

ます。 

 

⑤関係者との情報交換・連携の強化⑤関係者との情報交換・連携の強化⑤関係者との情報交換・連携の強化⑤関係者との情報交換・連携の強化    

・課題の共有と役割分担を明確にします。 

・情報提供、相談サービス提供機関との交流や連携を強化します。 

 

⑥父親の育児参画の促進・ＰＲ⑥父親の育児参画の促進・ＰＲ⑥父親の育児参画の促進・ＰＲ⑥父親の育児参画の促進・ＰＲ    

・登米市社協及び各支所の広報誌等を通じてＰＲをします。 

・父親の育児参画の研修会や交流会を開催します。 
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              実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①子育てボランティアの育成 

 

   

②ひとり親家庭親子交流の開催 

 

   

③子育て相談等の実施 

 

   

④子育てグループの支援 

 

   

⑤関係者との情報交換・連携の強化 

 

   

⑥父親の育児参画の促進・ＰＲ 

 

   

 

役割分担役割分担役割分担役割分担    

    

○ 地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割    

・子育てボランティアに協力します。 

・子供や家庭のことは一人で悩まず、誰かに相談します。 

・親子で参加する交流活動へ積極的に参加します。 

・高齢者や地域の人とのつながりを持ちます。 

・地域全体が子育て支援に関心を持ち、ボランティア活動を進めます。 

 

○ 社協の役割社協の役割社協の役割社協の役割    

・子育てボランティアの活動を支援します。 

・地域全体が係わる体制を強化し、高齢者との交流や情報提供体制の整備を

進めます。 

・民生委員児童委員と連携して、問題を抱える子育て家庭の相談援助に努め

ます。 

・広報活動を通じて、男女がともに子育てを支えあう男女共同参画社会づく

りの推進を図ります。 
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（３）障害者福祉の充実 

    

《《《《現現現現    状》状》状》状》    

障がいのある方を取り巻く状況は、障がいの重度化や重複化、また介護者

を含めて高齢化が進んでいます。近年では、職業生活や日常生活上の様々な

ストレス等により精神に障がいのある方が増加する傾向にあります。 

障害者自立支援法施行に伴い、障がい者が障害種別にかかわらず、自分の

受けたいサービスを選択することができるようになりました。ホームヘルプ

サービス、生活介護、就労継続支援といったサービス等が整備されてきてお

ります。 

近い将来予想される「宮城県沖地震」等の災害が発生した場合には、障害

者や高齢者等の「災害時要援護者」は、その身体的特性等により、一般的に

健常者よりも対応能力が低く、必要な情報が得られずに避難対応が遅れたり、

自力避難が困難となることなどが想定され、大きな被害を受ける可能性があ

ります。 

本地域では、身体障害者福祉協会や家族会などの障害者団体が様々な活動

を行っています。障害種別に分かれ、同じ悩みを共有し、お互いを理解する

など、精神的な負担を軽減する上で大きな役割を果たしております。スポー

ツ大会やレクリエーション等、障害者団体やボランティア団体等の協力を得

ながら障がい者同士の交流を深め、仲間づくりを進めています。 

 

 

 

登米市登米市登米市登米市障害障害障害障害手帳交付の推移手帳交付の推移手帳交付の推移手帳交付の推移                     （単位：人） 

区 分 平成１２年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 数 ４，０６６ ４，１８３ ４，２８６ ４，０６５ 

療 育 手 帳 所 持 者 数 ５２５ ５７２ ５８６ ６２５ 

精神障害者保健福祉手帳所持者数 １４５ ２１７ ２４３ ２７１ 

※資料：登米市障害者計画・障害福祉計画より 
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《課《課《課《課    題》題》題》題》    

障がいのある方も地域社会の中で生活する一人の住民であり、特別な存在

ではありません。全ての人がその人らしく、地域で自立した生活を送るため

には、健常者も地域に暮らす住民一人ひとりが、障がいに対する理解を十分

に深め、障がいのある方への配慮を行うことが求められます。 

また、障害者福祉を充実させていくには、障害者自身も積極的に地域活動

の機会を捉えながら、交流会、スポーツ・レクリエーション等に積極的に参

加することが大切ではあり、障がいのある仲間とともに楽しむ機会は必ずし

も十分とはいえず、より多くの方が積極的に参加できる体制の整備等が必要

です。 

障害者自立支援法施行に伴う新体系移行後は、従来の障害種別に応じた措

置制度から、「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」とサービスが変

わりますが、新体系に移行してからも利用者へのサービスが停滞しないよう

にしなければなりません。 

特に、利用者が希望するサービスの充実については、利用者ニーズを踏ま

えながら検討していかなければなりません。また、国の基本指針では利用者

の自己決定を尊重しつつ、施設入所者等を段階的に地域生活等へ移行するこ

とを進めておりますが、親の高齢化等により地域で自立した生活を継続する

ことが困難な方への総合的な支援も必要となります。 

現在、各地域では災害発生時に備え、自主防災組織等により防災訓練の充

実を図っております。しかし、障害者は災害の発生に対して「安全なところ

まで素早く避難できない」等の不安があり、その支援体制の整備が急務とな

っております。 

 

《推進目標》《推進目標》《推進目標》《推進目標》    

障害者福祉は、障がいのある方がかかえているハンディキャップやマイナ

ス面だけに着目して支援するだけでなく、それぞれのプラス面である長所・

力・強さに着目して支援することも重要であり、自分の能力や長所に気づき、

自分に自信を持ち自分のニーズを満たすために主体的に社会参加ができるよ

う支援することを目標とします。 

また、登米市社協で運営している福祉作業所を利用する方々は、就労に結
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びつかない利用者が多く通所していますが、社会生活力を高め、地域社会に

おいて自立と社会参加ができるプログラムに取り組んでいきます。 

更に、障害者の施設入所者等の地域生活移行については、地域での暮らし

を支えるため、日常生活自立支援事業の利用促進を図るほか、誰もが安心し

て暮らせるまちづくりを目指し、近隣住民・関係機関との協力のもと、見守

り等の小地域ネットワーク活動を推進していきます。 

 

《具体的な取組み》《具体的な取組み》《具体的な取組み》《具体的な取組み》    

①①①①社会参加（スポーツ社会参加（スポーツ社会参加（スポーツ社会参加（スポーツ・レクリエーション等）・レクリエーション等）・レクリエーション等）・レクリエーション等）の促進の促進の促進の促進    

・障害者団体等と社協が連携し、情報交換も含めた交流を図るほか、当事者

やその家族等と交流を図り、積極的に地域での活動へ参加できる場を広げ

ていきます。 

 

②②②②外出支援サービス外出支援サービス外出支援サービス外出支援サービス    

・障害者の積極的な社会参加や通院等の移動手段の確保として福祉車両によ

る外出支援サービスを実施していきます。 

 

③③③③心身障害者（児）訪問入浴介護サービス心身障害者（児）訪問入浴介護サービス心身障害者（児）訪問入浴介護サービス心身障害者（児）訪問入浴介護サービス    

・在宅で入浴が困難な障がい者（児）の方へ、浴槽を積んだ入浴車で家庭を

訪問し、居宅において入浴サービスを提供します。 

 

④障害者自立支援法への対応④障害者自立支援法への対応④障害者自立支援法への対応④障害者自立支援法への対応    

・これまで登米市社協が運営してきた福祉作業所は、それぞれの障がいと適

正に応じて自立していくために必要な作業訓練と日常生活における適応能

力を身につけながら社会に参加する力を育ててきました。平成２１年度か

らは障害者自立支援法のもと、新体系へスムーズに移行し生活介護生活介護生活介護生活介護((((※※※※10101010））））、、、、

就労継続支援Ｂ型就労継続支援Ｂ型就労継続支援Ｂ型就労継続支援Ｂ型((((※※※※11111111））））としてサービスを継続していきます。 

    

⑤⑤⑤⑤大規模災害への対応大規模災害への対応大規模災害への対応大規模災害への対応    

・登米市において災害時要援護者支援マニュアルが作成され、災害発生時に

おける障害者を含めた要援護者の迅速かつ的確な避難支援の確立を関係機関 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（※（※（※（※10101010))))生活生活生活生活介護介護介護介護    

（施設サービス）（施設サービス）（施設サービス）（施設サービス） 

障害程度区分３

以上（50 歳以上の

場合：区分２以

上）で、常に介護

を必要とする方

に、日中、入浴、

排せつ、食事の介

護等、日常生活上

の支援を行うと

ともに、軽作業等

の生産活動又は

創作的活動の機

会を提供します。 

（※（※（※（※11111111))))就労継続就労継続就労継続就労継続    

支援Ｂ型支援Ｂ型支援Ｂ型支援Ｂ型    

一般企業に雇用

されることが困

難な障害者の方

へ、就労の機会を

提供するととも

に、生産活動、そ

の他の活動機会

提供を通じて、そ

の知識及び能力

の向上のために

必要な訓練等を

提供します。    
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と協力のもと進めていきます。 

                        実施期間－ 

 

役割分担役割分担役割分担役割分担    

    

○ 地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割    

・全ての住民が障がいに対する理解を十分に深めます。 

・自分ができることから福祉活動に参加します。 

・地域の交流・イベント等に障害者の参加を促します。 

・各種制度、サービス、情報を上手く利用し、円滑な生活をサポ－トします。 

    

○ 社協の役割社協の役割社協の役割社協の役割    

・誰もが利用しやすいユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザイン（※（※（※（※11112222））））の普及に向け、関係機関

とともに啓発や情報提供、各種サービスへの反映に努めます。 

・情報を上手く得られない方々が必要な情報を入手できるよう、情報のバリ

アフリー化を推進します。 

・障害者の日常生活を支援し、生活の質を高めていきます。 

・障害者の自発的な社会参加を支援していきます。 

・障害者施設と地域との連携を図り、開かれた施設を目指します。 

・地域における福祉関係者や関係機関・団体等と連携し、障害者福祉の推進

を図っていきます。 

    

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①社会参加（スポーツ・レクリエーション等）

への参加促進 

 

   

②外出支援サービス 

 

   

③心身障害者（児）訪問入浴介護サービス 

 

   

④障害者自立支援法への対応 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((※※※※11112222))))ユニバーユニバーユニバーユニバー

サルデザインサルデザインサルデザインサルデザイン    

年齢や障がいの

有無にかかわら

ず、最初からで

きるだけ多くの

人が利用可能で

あるようにする

こと。 
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３３３３    総合支援体制の充実総合支援体制の充実総合支援体制の充実総合支援体制の充実    

    

（１）総合相談支援の充実と強化（１）総合相談支援の充実と強化（１）総合相談支援の充実と強化（１）総合相談支援の充実と強化    

    

《現《現《現《現    状》状》状》状》    

 地域住民のあらゆる心配ごとや不安、困りごと相談に対応出来るよう生活

相談所が２０年度より全支所で定期的に開設され相談開設日の統一など基盤

整備が図られてきました。また、専門的相談への対応として宮城県司法書士

会へ委託しての法律相談も１９年度より実施しています。 

 これまでの相談所は相談に来る方が、そこで相談することによって安心感

が得られる場所として位置づけられていましたが、現在の社会情勢は目まぐ

るしく変化し、生活形態や就労形態も多様化し地域住民の抱える不安や悩み

も複雑多岐にわたっており、日常生活での困り事のみならず子育ての悩みや

介護に関する悩み、児童や高齢者への虐待、離婚等による経済的不安、計画

性の無い消費者金融の利用やクレジットカードによる多重債務問題など専門

性が必要とされる相談内容となっており、相談自体が個々の利益に直接的に

影響していることもあり、その解決が早急に求められている相談が多くなっ

てきています。 

 定例相談所利用者は１８年度年間２００日開設をして４０２件、１９年度

は１８８日開設で２６４件と減少傾向にあり、その原因として「恥ずかしく

思い相談に行きづらい」や「どこに相談に行けば良いのか分かりづらい」こ

となどが挙げられます。 

一方、専門的相談となる法律相談の相談件数は、１８年度２１日開設し８

７件、１９年度においては１２日開設で８１件となっており、開設日１回当

りの相談件数は増えており、相談者が専門的相談を必要としていることを示

しています。 

 こうした社会情勢に併せ、登米市を始めとして各関係機関では、相談の受

入態勢を整えています。 
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【生活相談所実績】  

 

迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 計 

18 年度 

相談所開設日 

36 日 12 日 36 日 11 日 12 日 34 日 24 日 23 日 12 日 200 日 

延相談件数 70 件 35 件 19 件 37 件 26 件 35 件 5 件 101 件 74 件 402 件 

19 年度 

相談所開設日 

36 日 12 日 36 日 10 日 12 日 34 日 24 日 12 日 12 日 188 日 

延相談件数 30 件 60 件 23 件 23 件 13 件 25 件 5 件 41 件 37 件 264 件 

           （注：延べ相談件数には自宅相談も含む） 

 

【法律相談所実績】 

 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 計 

18 年度開設日 6 日 ————    2 日 6 日 ———— ———— ———— 5 日 2 日 21 日 

延相談件数 19 件 ———— 8 件 33 件 ———— ———— ———— 19 件 8 件 87 件 

19 年度開設日 3 日 ———— 1 日 3 日 1 日 1 日 1 日 2 日 ———— 12 日 

延相談件数 16 件 ———— 6 件 26 件 6 件 10 件 6 件 11 件 ———— 81 件 

（注：18 年度は弁護士による相談件数。19 年度は司法書士による相談件数） 

    

《《《《    課課課課    題題題題    》》》》 

 地域住民が身近で誰もが気軽に相談できる相談窓口の充実を図ることが求

められています。複雑多様化している相談内容に迅速に対応できるよう、各

相談事業を実施している関係機関との連携をさらに密にし、相談者に対する

支援体制を整備することが必要です。 

 また、対応する生活相談員や相談窓口職員の相談技能向上のための研修会

や、相談に関する情報を広報等に掲載して、地域住民に分かりやすく的確に

情報が伝わる啓発活動の充実も求められています。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

近年、相談内容も福祉サービスや保健、医療、教育、就労など多くの分野

におよぶ相談が多くなっています。 

こうした地域住民からの相談にきめ細やかな対応ができる体制を整備し、

誰でも気軽に利用しやすい相談窓口の充実を図るとともに、対応する相談員
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と職員の資質の向上を図ります。 

専門的相談に対しては、関係機関との総合相談ネットワーク体制の確立を

目指します。 

 

《《《《    具体的な取具体的な取具体的な取具体的な取組み組み組み組み    》》》》    

①相談体制の充実①相談体制の充実①相談体制の充実①相談体制の充実    

身近な地域で誰もが気軽に相談でき、個々の問題に総合的に対応しながら

解決まで支援がおこなえる相談体制の充実を目指します。また、増加してい

る外国籍住民の相談窓口の充実も図ります。 

 

②相談員等の資質向上②相談員等の資質向上②相談員等の資質向上②相談員等の資質向上    

 生活相談員だけでなく、全ての職員が相談に応じていけるための、研修充 

実を組織的に計画を持って取り組み、相談マニュアルを作成し多様な相談 

に対応できるよう、相談員・職員の相談技術の向上や資質向上を目指します。 

 

③総合相談ネットワークの確立③総合相談ネットワークの確立③総合相談ネットワークの確立③総合相談ネットワークの確立    

 生活の中での相談のみならず、認知症高齢者やその家族、障害者相談、児

童・子育て相談などの専門的相談に対しては関係機関との連携を強化してい

きます。 

また、深刻な社会問題となっている消費生活相談や多重債務相談に対して

は、行政との連携を図りながら適切に対応できるような体制を確立します。 

 

④住民への情報提供④住民への情報提供④住民への情報提供④住民への情報提供    

 定例相談所開設や法律相談所開設、専門相談会、巡回相談会等の開催を社

協だより、支所だより、ＨＰ(ホームページ)を活用し広く情報を提供してい

きます。また、地域住民がわかりやすいように「相談窓口のしおり」を作成

し、市民が目につきやすい各支所窓口などに備えて置く等、多くの市民への

情報提供に取り組んでいきます。 

 

⑤相談内容の管理⑤相談内容の管理⑤相談内容の管理⑤相談内容の管理    

 相談された内容や個人情報については、適正に管理していきます。 
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総合相談ネットワーク総合相談ネットワーク総合相談ネットワーク総合相談ネットワーク    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士相談弁護士相談弁護士相談弁護士相談    

弁護士会法律相談ｾﾝﾀｰ 

弁護士相談弁護士相談弁護士相談弁護士相談    

弁護士会法律相談ｾﾝﾀｰ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

連携連携連携連携    

相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口    

 

行政機関（市）行政機関（市）行政機関（市）行政機関（市）    

 産業経済部 

  消費生活相談員 

  多重債務 110 番 

福祉事務所 

 各総合支所市民福祉課 

行政機関（国･県）行政機関（国･県）行政機関（国･県）行政機関（国･県）    

 行政相談員 

 人権擁護委員 

 県民相談 

 交通事故相談 

 母子父子家庭相談 

 外国人相談センター 

民生委員･児童委員民生委員･児童委員民生委員･児童委員民生委員･児童委員    

地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター    

居宅介護支援センター居宅介護支援センター居宅介護支援センター居宅介護支援センター    

高齢者総合相談センター高齢者総合相談センター高齢者総合相談センター高齢者総合相談センター    

地域福祉サポートセンター地域福祉サポートセンター地域福祉サポートセンター地域福祉サポートセンター    

（まもりーぶ）（まもりーぶ）（まもりーぶ）（まもりーぶ）    

地域生活支援センター地域生活支援センター地域生活支援センター地域生活支援センター    

地域福祉サービスセンター地域福祉サービスセンター地域福祉サービスセンター地域福祉サービスセンター    

児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所    

地域子どもセンター地域子どもセンター地域子どもセンター地域子どもセンター    

医療機関医療機関医療機関医療機関    

 地域医療連携室 

専門相談機関専門相談機関専門相談機関専門相談機関    

弁護士相談弁護士相談弁護士相談弁護士相談    

弁護士会法律相談ｾﾝﾀｰ 

福祉施設関係福祉施設関係福祉施設関係福祉施設関係    

 特別養護老人ホーム 

 介護老人保健施設 

 障害者更生施設 

 障害者授産施設 

定例相談所定例相談所定例相談所定例相談所    

毎月毎月毎月毎月１回１回１回１回    

((((各支所各支所各支所各支所))))    

法律相談法律相談法律相談法律相談    

（宮城県司法書士）（宮城県司法書士）（宮城県司法書士）（宮城県司法書士）    

年１２回年１２回年１２回年１２回    

各支所職員各支所職員各支所職員各支所職員

による相談による相談による相談による相談

窓口（随時）窓口（随時）窓口（随時）窓口（随時）    

 

地

域

住

民

地

域

住

民

地

域

住

民

地

域

住

民

    

支援支援支援支援    

助言助言助言助言    

解決解決解決解決    

解決解決解決解決    

助言助言助言助言    

支援支援支援支援    

相談相談相談相談    
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                実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①相談体制の充実 

 

   

②相談員等の資質向上 

 

   

③総合相談ネットワークの確立 

 

   

④住民への情報提供 

 

   

⑤相談内容の管理 

 

   

 

 

 

役割分担役割分担役割分担役割分担    

    

○ 地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割地域住民・地域組織等の役割    

・民生委員児童委員は行政区長や福祉活動推進員と連携して、悩みを抱え 

ている人の情報把握に努め、相談所の利用促進を促します。 

  ・「相談窓口のしおり」を活用し、気軽に相談できる環境づくりをサポー 

  トします。 

 

○ 社協の役割社協の役割社協の役割社協の役割    

・相談窓口をわかりやすくし、誰でも気軽に相談できる体制づくりをしま 

す。 

・各相談機関との総合相談ネットワークの構築により、相談に対して迅速 

に対応し支援に繋げていきます。 

・相談員や職員の専門的知識・技術の習得に向けた研修への参加を推進し 

ます。 

  ・広報紙等を活用して、わかりやすく情報を提供していきます。 

  ・相談者との信頼関係を築くためプライバシーを保護します。 
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((((２２２２))))生活福祉を向上させる支援と善意の保管・運用生活福祉を向上させる支援と善意の保管・運用生活福祉を向上させる支援と善意の保管・運用生活福祉を向上させる支援と善意の保管・運用 

    

《《《《    現現現現        状状状状    》》》》    

 生活保護制度は低所得者の生活を支える制度として、長い歴史を持ってい

ます。それを補完する事業として、生活福祉資金生活福祉資金生活福祉資金生活福祉資金((((※※※※11113333))))・生活安定資金・生活安定資金・生活安定資金・生活安定資金（（（（※※※※11114444))))

貸付制度が創設され、社会情勢の変化に対応し内容が改善され現在に至って

います。加えて、歳末たすけあい義援金、善意銀行の払出が低所得者の生活

支援として進められてきました。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

生活福祉資金新規貸付状況生活福祉資金新規貸付状況生活福祉資金新規貸付状況生活福祉資金新規貸付状況    

                                                         （単位：件） 

 

生活安定資金新規貸付状況生活安定資金新規貸付状況生活安定資金新規貸付状況生活安定資金新規貸付状況（件）（件）（件）（件）    

                                                         （単位：件）    

 

年度/支所 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

平成 17 年度 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 

平成 18 年度 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

平成 19 年度 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

年度/支所 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

平成 17年度 4 5 0 0 4 5 2 6 8 34 

平成 18年度 3 7 0 1 7 4 5 3 5 35 

平成 19年度 3 4 0 1 3 6 1 2 5 25 

((((※※※※11113333))))生活福祉資生活福祉資生活福祉資生活福祉資

金金金金 

 低所得世帯、障

害者世帯、高齢者

世帯の経済的自立

と生活意欲の助長

促進と、安定生活

の支援を目的に必

要な資金を貸付け

する制度。使途に

より貸付限度額が

異なる。貸付まで

１ヶ月程度の日数

を要する。 

((((※※※※11114444))))生活安定資生活安定資生活安定資生活安定資

金金金金    

登米市内に居住す

る低所得者に対

し、小口（貸付限

度額５万円）の生

活資金の貸付と必

要な援助指導を行

うことにより、自

立更生と生活安定

を図る制度。 



- 41 - 

 

《《《《    課課課課        題題題題    》》》》    

 生活福祉資金貸付制度は近年、利用者が減少傾向にあります。それには、

他の金融機関の申込み手続きが社協の貸付事業に比べ簡易なこと、社協の貸

付制度の周知が不十分であることがあげられます。一方で低所得者を対象と

した貸付制度であることから、償還が遅れている世帯も多く、償還指導、督

促に多くの時間を割かれている状況にあります。 

 また、善意銀行の払出、歳末たすけあい義援金の該当者決定基準も、合併

後統一した基準が定められておらず、該当者の決定は、合併以前の各旧町域

の取組みのまま、個々の民生委員児童委員の判断に委ねられている状況にあ

ります。 

 近年、登米市内でも多重債務問題が徐々に表面化し、この地域が抱える新

たな社会問題として、行政当局も多重債務者の相談窓口を開設し、債務整理

と生活の立て直しの支援をしているところです。多重債務防止の観点からも、

早期の問題発見と早期解決に必要に応じて貸付事業を活用するなど、各関係

機関や民生委員児童委員と連携を取り、当該世帯の生活負担の軽減を図りな

がら、その世帯の更生につなげられるような支援体系づくりが必要です。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

①民生委員児童委員と連携し、世帯の生活課題を明確化し、必要な資金の貸 

付と援助指導を行ないながら、自立更正と健全な債権管理を行います。 

②善意銀行、生活安定資金貸付原資を安全・確実に保管し、効果的に運用し 

ます。 

③贈呈基準を明確化し、善意銀行払出金、歳末たすけあい義援金を公平、公 

正に配分します。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

①生活福祉資金・離職者支援資金①生活福祉資金・離職者支援資金①生活福祉資金・離職者支援資金①生活福祉資金・離職者支援資金((((※※※※11115555))))・長期生活支援資金・長期生活支援資金・長期生活支援資金・長期生活支援資金((((※※※※11116666))))    

 宮城県社協が貸付をする資金で、登米市社協は借入の相談、申請の受付、

償還指導を民生委員児童委員、また行政機関と連携し行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((((※※※※11115555))))離職者支援離職者支援離職者支援離職者支援

資金資金資金資金    

生計中心者の失業

によって、生計維

持が困難となった

世帯へ生活費を貸

付けする制度。 

((((※※※※11116666))))長期生活支長期生活支長期生活支長期生活支

援資金援資金援資金援資金    

居住用不動産を所

有する高齢者世帯

に対し、居住中の

不動産を担保に生

活資金を貸付けす

る制度。 
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②生活安定資金②生活安定資金②生活安定資金②生活安定資金    

 ５万円を基本とした小口の貸付金で、住民ニーズに迅速に対応します。貸

付申請から貸付、償還中、償還完了まで民生児童委員と連携し、一貫して指

導援助を行います。 

 

③民生③民生③民生③民生委員委員委員委員児童委員と連携し適切な債権管理を行います。児童委員と連携し適切な債権管理を行います。児童委員と連携し適切な債権管理を行います。児童委員と連携し適切な債権管理を行います。    

 資金貸付から償還まで、民生委員児童委員協議会と連携を密にし、借受世

帯の生活課題の早期発見と早期解決を図り、健全な債権管理を行います。 

    

④④④④歳末義援金の歳末義援金の歳末義援金の歳末義援金の給付給付給付給付    

 共同募金運動の一環で歳末たすけあい募金を年末に生活困窮世帯へ支給し

ます。 

 

⑤⑤⑤⑤善意善意善意善意銀行銀行銀行銀行((((※※※※11117777))))の充実の充実の充実の充実    

・火災焼失世帯援護金の給付 

 市内で火災による災害に遭われた世帯へ見舞金を支給します。 

・緊急支援金制度の創設 

 生活安定資金貸付制度要件を満たせない生活困窮世帯へ一時的な生活費を

支給し、市民の最低生活を支えます。 

 

 

        実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①生活福祉資金の借入窓口業務 

(離職者支援資金・長期生活支援資金を含) 

 

   

②生活安定資金の貸付 

 

   

③歳末たすけあい義援金の給付 

 

   

④善意銀行の充実 

 

   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((※※※※11117777))))善意銀行善意銀行善意銀行善意銀行    

市民から金品の

寄付を預かり、

必要に応じて市

民福祉充実のた

めに払出する事

業。 
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役割分担役割分担役割分担役割分担    

    

○ 社協の役割社協の役割社協の役割社協の役割    

・福祉事務所、各町域の総合支所、民生委員児童委員と連携を取り、各々が

初期相談に応じ、相談者の希望に沿った制度活用の助言、指導、支援、連

絡調整を行ないます。 

・市民へ各種貸付制度を周知し、制度の内容をわかりやすく説明します。 

・民生委員児童委員、各行政機関、宮城県共同募金会等の関係専門機関と連

携を取り、生活困窮世帯、火災焼失世帯へ必要な支援を速やかに実施しま

す。 
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１．計画理念１．計画理念１．計画理念１．計画理念    

登米市社協は、平成１７年４月、登米市の合併と同じく 9 町により合併設立しま

したが、登米市社協の今後の道しるべとなる「登米市地域福祉活動計画の基本理念」

にある「一人ひとりの力を合わせ、みんなの幸せのために」を計画理念と位置づけ

し、「登米市地域福祉活動計画」が、登米市民との協働により達成されるよう登米

市社協として強化発展計画を策定します。 

 

２．計画策定の期間２．計画策定の期間２．計画策定の期間２．計画策定の期間    

 この計画は、平成２１年度から平成２８年度までの８年間とする。なお、この期

間中にモニタリング等を随時行い、ロ－リングしていくものとし、次の前期・後期

計画をもって構成します。 

   前期  平成２１年度 から 平成２４年度 

   後期  平成２５年度 から 平成２８年度 

 

３３３３．登米市社協の強化．登米市社協の強化．登米市社協の強化．登米市社協の強化    

 登米市社協として 

 (1)組織・事務局体制及び財政基盤の強化 

(2)地域福祉活動の充実強化 

(3)介護保険事業の強化推進 

(4)障害者自立支援法における福祉作業所の運営強化と新たな展開 

(5)必要な情報の提供活動 

の 5 点を強化発展目標に定め、次のとおりの計画を推進してまいります。 

 

 

 

 

 

 

登米市社会福祉協議会登米市社会福祉協議会登米市社会福祉協議会登米市社会福祉協議会強化発展計画強化発展計画強化発展計画強化発展計画    
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(1)(1)(1)(1)組織・事務局体制及び財政基盤の強化組織・事務局体制及び財政基盤の強化組織・事務局体制及び財政基盤の強化組織・事務局体制及び財政基盤の強化    

 

１）組織１）組織１）組織１）組織体制の強化体制の強化体制の強化体制の強化    

《《《《    現現現現        状状状状    》》》》    

 登米市社協が設立されて３年が経過しました。法人定款に定める役員は、理事１５

名、評議員３１名、監事３名の構成で会長１名、副会長２名の役員体制で運営してい

ます。理事会には３つの部会（総務部会・地域福祉部会・在宅福祉部会）を編成し、

各種事業及び運営の諸問題等について協議しています。また、支所単位には、地域福

祉の向上と諸課題を議論し、事業の評価を目的とする地区委員会を設置しています。

さらに各行政区単位に、登米市社協の会費徴収や募金募集、事業の周知・啓発などを

目的として、福祉活動推進員を設置しています。 

近年、社会福祉法の施行や介護保険制度施行の中で、登米市社協では、日常生活自

立支援事業や介護サービス事業の実施をはじめ、行政からの受託事業、災害時のボラ

ンティアセンター設置等、様々な役割が期待され急速に事業規模が拡大している状況

です。 

 

【役員機構】 

執行機関  監査機関  議決機関 

【理事会】 

１５名 

会 長 １名 

副会長 ２名 

理 事１２名 

【監事会】 

３名 

【評議員会】 

３１名 

  

      

部  会  地区委員会  福祉活動推進員 

①総務部会  

９支所に設置 

 

９支所に設置 

②地域福祉部会   

③在宅福祉部会     
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【地区委員会】【地区委員会】【地区委員会】【地区委員会】                          （単位：人） 

支所名 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

委員数 17 12 13 17 13 15 20 20 14 141 

 

【福祉活動推進員】【福祉活動推進員】【福祉活動推進員】【福祉活動推進員】                        （単位：人）    

支所名 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

福祉活動 

推進員数 

134 38 131 320 117 76 110 28 92 1,046 

 

【登米市社会福祉協議会実施事業】【登米市社会福祉協議会実施事業】【登米市社会福祉協議会実施事業】【登米市社会福祉協議会実施事業】((((平成２０年度）平成２０年度）平成２０年度）平成２０年度）    

事 業 名 事 業 名 

法

人

運

営

事

業

 

①理事会・評議員会・監事会 

②正副会長会議、総務・地域福祉・在宅福祉部会 

③地区委員会 

④各種委員会 

受

 
 

託

 
 

事

 
 

業

 

①登米市受託事業 

 ・生きがい対応デイサービス事業 

 ・高齢者生きがい活動支援事業 

 ・家族介護者支援事業 

 ・軽度生活援助事業 

 ・外出支援サービス事業 

・ミニデイサービス事業 

・配食サービス事業 

・米山・南方地域包括支援センター事業 

・福祉センター運営事業（指定管理） 

・福祉作業所運営事業（指定管理） 

・地域福祉ネットワーク事業 

②宮城県社協受託事業 

・日常生活自立支援事業(まもりーぶ) 

社

 

会

 

福

 

祉

 

事

 

業

 

①在宅心身障害児者ピクニック・クリスマス会 

②福祉ふれあい作文・標語・ポスターコンクール 

③キャップハンディ体験学習 

④生活相談所・法律相談所の開設 

⑤善意銀行運営事業（預託・払出し） 

⑥登米市社協「福祉のつどい」事業 

⑦訪問介護員２級課程養成講座 

⑧ボランティア協力校指定事業 

⑨社協だより・支所だよりの発行 

⑩福祉用具貸出事業 

⑪住民参加型在宅福祉サービス互助事業 

⑫罹災家庭援護事業 

⑬ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ・支所ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾌﾞｾﾝﾀｰの運営 

⑭中・高校生ボランティアワークキャンプ 

⑮各種ボランティア研修会・講座 

⑯災害救援ボランティア講座・設置訓練 

⑰小地域ネットワーク事業 

介

 

護

 

保

 

険

 

事

 

業

 

①居宅介護支援事業（３ヶ所） 

②訪問入浴介護事業（１ヶ所） 

③デイサービス事業（４ヶ所） 

④ホームヘルプサービス事業（１ヶ所） 

⑤グループホーム事業（１ヶ所） 

⑥認知症対応型デイサービス事業（１ヶ所） 

⑦介護保険事業所受託事業（介護認定調

査・身体障害者訪問入浴・身体障害者

デイサービス・レスパイト・身体障害

者ホームヘルプ事業） 

共

同

募

金

配

分

金

事

業

 

①老人福祉活動事業 

②障害児・者福祉活動事業 

③児童・青少年福祉活動事業 

④母子・父子福祉活動事業 

⑤福祉育成・援助活動事業 

⑥ボランティア活動育成事業 

⑦歳末たすけあい義援金贈呈事業 

 

貸

付

事

業 

①生活福祉資金貸付事業 

②生活安定資金貸付事業 

福

祉

団

体

支

援 

①登米市福祉団体等の支援（老人クラブ

連合会、身障協会、ボランティア協会、

手をつなぐ育成会、遺族会、傷痍軍人会、

母子福祉会、共同募金会） 
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《《《《    課課課課    題題題題    》》》》    

地域福祉推進の中心的役割を担う公共性と民間性をあわせ持つ団体であり、主体的

な経営判断と地域に開かれた透明性を持つ組織体制の確立が求められています。こう

した中で、登米市社協の社会的責任と地域住民からの期待は大きくなっており、地域

住民からの評価を常に意識し、信頼される組織づくりと事業を展開することが必要で

す。また、刻々と変化する社会福祉情勢や、今後ますます経営能力、責任が問われる

時代への対応として、企業経営意識の醸成を図ることが求められています。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

役員は、地域福祉推進の中核である社協の法人運営及び事業経営の責任者としての

自覚を持ち、社協を運営していくための、計画的な研修の実施が必要です。また、職

員との情報交換の場を定期的に設定し、情報の共有化を図り、社協の組織や事業の現

状把握に努めます。 

執行機関である理事会は、会の執行承認だけではなく、常に地域の状況や福祉に関

する社会情勢を把握し、各種事業に対し、その事業効果についての評価を行います。

また、役員の選任については、現体制の充実強化に加え、社会福祉専門分野からの経

験者の登用を積極的に勧めていきます。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

①理事会・評議員会の機能強化①理事会・評議員会の機能強化①理事会・評議員会の機能強化①理事会・評議員会の機能強化    

現在の体制を維持しつつ、各会の果たすべき役割を再度整理し明確にします。その

中で、役員構成の見直しや開催頻度、時期等を検討し、より充実した登米市社協の事

業推進及び経営強化のための議論の場としていきます。 

 

②監査機能の充実と外部監査の導入②監査機能の充実と外部監査の導入②監査機能の充実と外部監査の導入②監査機能の充実と外部監査の導入    

監事の研修による資質向上を図り、より一層の機能充実に努めます。また、人事管

理、労務管理、出納管理、事業実施の事故防止、苦情対応等、経営上の様々なリスク

管理へのチェック機能の強化を図るためにも、第三者機関による外部監査の導入を図

ります。 
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③各種部会・委員会の③各種部会・委員会の③各種部会・委員会の③各種部会・委員会の開催開催開催開催    

現在の部会・委員会活動の設置運営による、地域福祉推進や経営のあり方等につい

て客観的な指導・助言により、事業の内容や推進体制のさらなる充実強化に努めるこ

とはもとより、必要に応じた新たな部会・委員会を設置し、執行体制の活性化と強化

に取り組んでいきます。 

 

④役員向けの計画的な研修の実施④役員向けの計画的な研修の実施④役員向けの計画的な研修の実施④役員向けの計画的な研修の実施    

登米市社協の組織と活動、そして、経営を十分に理解し、適切な運営や方針決定が

一層進められるよう、役員向け研修を計画的に実施します。 

 

⑤役職員間の情報共有化の推進⑤役職員間の情報共有化の推進⑤役職員間の情報共有化の推進⑤役職員間の情報共有化の推進    

役員と職員の情報交換の場を定期的に設定し、情報の共有化を図り、社協の組織や

事業の現状把握と意識の高揚を目指します。また、理事・評議員が自分の役割が果た

せるように、日常的に事業に関われる体制整備を図っていきます。 

 

⑥経営責任の明確化と役員報酬のあり方の検討⑥経営責任の明確化と役員報酬のあり方の検討⑥経営責任の明確化と役員報酬のあり方の検討⑥経営責任の明確化と役員報酬のあり方の検討    

役員の経営責任の明確化を図るとともに、職責、リスク管理への責任に見合う役員

報酬のあり方の検討と規定化を図っていきます。 

 

⑦柔軟な機構改革の実施⑦柔軟な機構改革の実施⑦柔軟な機構改革の実施⑦柔軟な機構改革の実施    

新しい福祉の流れや社会の動向を的確に認識し、急激に変動する社会経済状況、福

祉ニーズの多様化、福祉関連の法律や制度の変化等に柔軟に対応できる機構改革を実

施します。 

 

⑧経営状況に対する外部診断の導入⑧経営状況に対する外部診断の導入⑧経営状況に対する外部診断の導入⑧経営状況に対する外部診断の導入    

組織内部での、経営分析を定期的に実施することはもとより、組織の経営健全化の

指針を示すために、経営コンサルタント等の外部機関の客観的な視点による経営状況

の分析が必要になることから、外部診断の導入を図ります。 
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⑨福祉活動推進員の充実⑨福祉活動推進員の充実⑨福祉活動推進員の充実⑨福祉活動推進員の充実    

地域住民と登米市社協の重要なパイプ役としての福祉活動推進員の役割について

の認識と理解を深めるため、研修等による職務の周知徹底を図り、福祉活動推進員の

充実強化を推進します。また、福祉活動推進員の職務の市内統一と災害時の要援護者

実態把握調査等、社会情勢と地域のニーズに即した新たな職務を検討し、市民の福祉

向上に努めます。 

 

⑩関係機関・組織・団体との協働と連携強化⑩関係機関・組織・団体との協働と連携強化⑩関係機関・組織・団体との協働と連携強化⑩関係機関・組織・団体との協働と連携強化    

本計画を実現するためには、地域住民との連携はもとより、多くの関係機関・組織・

団体の協力が不可欠です。行政との緊密な協力体制のもと、特に登米市地域福祉計画

において社協との連携強化が示されていることから、関係機関等とも協働しながら、

連携強化に努めます。 

 

 

       検討期間－        実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①理事会・評議員会の機能強化 

  

  

②監査機能の充実と外部監査の導入 

  

  

③各種部会・委員会の設置 

 

   

④役員向けの計画的な研修の実施 

  

  

⑤役職員間の情報共有化の推進 

  

  

⑥経営責任の明確化と役員報酬のあり方の検討 

  

  

⑦柔軟な機構改革の実施 

  

  

⑧経営状況に対する外部診断の導入 

  

  

⑨福祉活動推進員の充実 

  

  

⑩関係機関・組織・団体との協働と連携強化 
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２）事務局体制の強化２）事務局体制の強化２）事務局体制の強化２）事務局体制の強化    

 

《《《《    現現現現        状状状状    》》》》    

登米市社協の職員は、本部と９支所で構成されており、本部では、総務係と事業係

を設置し、登米市社協全体の総括と各支所活動を統括しています。各支所では庶務係、

事業係、介護保険事業部門を設置し各種事業を展開しています。 

平成２０年１１月末現在の職員数は、常勤正職員６０名（一般職員３３名、現業職

員２７名）、嘱託職員１７名、臨時職員３７名、非常勤職員６７名、登米市からの派

遣職員２名の１８３名となっています。 

 

《《《《    課課課課        題題題題    》》》》 

登米市社協の活動が広範なものになっていくにつれて、多くのそして新しい専門性

が求められていくのに応えて、職員の資質と専門性の一層の向上を計画的に図ってい

く必要があります。また、法人運営部門と事業部門の職員意識の中で「社協はひとつ」

という立場から、一体感を持って仕事に望めるように、職員同士の交流や研修の一層

の強化を図ります。 

さらに、非常勤職員等についても社協職員としての自覚が持てる研修の充実、身分

保障や待遇改善に努力していく必要があります。登米市社協の職員体制は、非常勤や

臨時・嘱託職員が多く、複雑な階層構造となっています。すべての職員が、登米市社

協の職員としての自覚と誇りをもって市民に接していくための意識改革と、適正な人

事管理体制の確立に取り組むことが大切な課題となっています。 
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【事務機構】（平成２０年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職員数】                         (平成 20年 11 月末現在) 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

社協組織は、求められる職員像を達成するために、計画的な人事労務管理を実施

することが必要です。年齢バランス等を考慮した職員の採用計画もその中に盛り込

 
本部 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

一 般 職 員 8 3 1 2 5 1 4 5 2 2 33 

現 業 職 員 4 0 0 2 4 0 6 11 0 0 27 

嘱 託 職 員 3 2 0 1 1 4 0 2 4 0 17 

臨 時 職 員 8 0 1 5 4 0 7 12 0 0 37 

非常勤職員 14 2 2 5 15 1 14 12 0 2 67 

市 職 員 2          2 

合計 39 7 4 15 29 6 31 42 6 4 183 

本
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係
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む必要があります。限られた職員数の中、効率的かつ適正な職員配置の検討や事務

事業の整理を行います。 

また、職場内部・外部研修の充実により、職員研修体系を確立するとともに、よ

り一層の専門職としての質の向上を図っていきます。また、活力ある事務局体制を

構築し、組織と人材の永続的な成長に努めます。 

 

《《《《    具体的な取り組み具体的な取り組み具体的な取り組み具体的な取り組み    》》》》    

①人事管理体制の強化①人事管理体制の強化①人事管理体制の強化①人事管理体制の強化    

客観的で透明性の高い評価システムとそれを公正に処遇に結びつける、人事考課制

度の導入を検討します。また、組織開発と能力開発による登米市社協の組織としての

価値を向上させ、将来に成果を生み出せる人材活性化を目的とした人事管理体制の強

化を図ります。 

 

②適正な人事労務管理の実施②適正な人事労務管理の実施②適正な人事労務管理の実施②適正な人事労務管理の実施    

人材の確保はもとより、必要とされる職員数の確保や処遇の改善に努め、将来を見

据えた職員の養成を計画的に行い、充実安定した業務を行っていくための適正な人事

労務管理を実施します。 

 

③事業規模に応じた適正な職員配置③事業規模に応じた適正な職員配置③事業規模に応じた適正な職員配置③事業規模に応じた適正な職員配置    

介護保険事業や作業所の運営実施等、本部及び９支所間で事業規模に違いがあり、

現在の状況において、内部機構や勤務体制等の見直しを積極的に行い、事業の効果的

運営と組織としての総合力の強化を目指し適切な職員配置を図っていきます。 

 

④計画的な研修体制の確立④計画的な研修体制の確立④計画的な研修体制の確立④計画的な研修体制の確立    

職員の資質と専門性の向上を図るため、社協内部で研修体制を整備し、適切な業績

評価を行うことにより職員の士気を高めていきます。 

 

⑤事務・事業推進方法の整理、マニュアル化⑤事務・事業推進方法の整理、マニュアル化⑤事務・事業推進方法の整理、マニュアル化⑤事務・事業推進方法の整理、マニュアル化    

地域による格差が出ないよう、事務処理及び事業の推進方法を整理し、効率的な展

開が図れるよう、各種業務マニュアルを作成し、統一化を進めます。 
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また、担当者会議を定期的に開催し、情報の共有化と事業推進に向けての協議を行

います。 

 

⑥ＯＡによる業務・情報処理の効率化とＩＴ技術の向上⑥ＯＡによる業務・情報処理の効率化とＩＴ技術の向上⑥ＯＡによる業務・情報処理の効率化とＩＴ技術の向上⑥ＯＡによる業務・情報処理の効率化とＩＴ技術の向上    

ＯＡ機器の活用による業務の効率的運用と情報の共有化を図ります。また、ネット

ワーク社会の進展に伴う、最新技術の習得を図ります。 

 

       検討期間－        実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①人事管理体制の強化 

  

  

②適正な人事労務管理の実施 

  

  

③事業規模に応じた適正な職員配置 

  

  

④計画的な研修体制の確立 

  

  

⑤事務・事業推進方法の整理、マニュアル化 

 

   

⑥ＯＡによる業務・情報処理の効率化とＩＴ技術の向上  

 

   

 

 

３）事業展開に必要な拠点施設の確保３）事業展開に必要な拠点施設の確保３）事業展開に必要な拠点施設の確保３）事業展開に必要な拠点施設の確保    

 

《《《《    現現現現        状状状状    》》》》    

登米市社協本部及び各支所の事務所、介護保険事業所、福祉作業所は、設立当初か

ら市の庁舎施設又は部屋の管理運営もしくは借用、指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度※１５※１５※１５※１５))))による指定

管理者として受託をしての施設借用という現状にあります。 

 

《《《《    課課課課        題題題題    》》》》    

施設の老朽化や、事業拡大による事務室等の狭隘、職員の配置状況等、市民の地域

福祉活動の場としては不十分な状態にある施設が出てきています。これまで社協が受

託してきた施設も指定管理者制度への移行が進められる中、登米市社協の総合的な地

域福祉の活動拠点施設確保のあり方を検討していく中で、新しい社協事務所のあり方

についても検討していくことが必要です。 
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《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

今後も、行政をはじめとした関係機関・団体の支援を仰ぎながら、施設の確保に努

め、公的施設の指定管理委託についても指定管理者として積極的な応募を行います。

そして、受託できるよう常日頃から住民ニーズに即した施設運営と経費節減に努めて

いきます。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

①多くの市民に利用される施設サービスの向上①多くの市民に利用される施設サービスの向上①多くの市民に利用される施設サービスの向上①多くの市民に利用される施設サービスの向上    

市民の誰もが気軽に無理なく楽しく立ち寄れる場として、住民ニーズの把握に努め

ながら、各種地域福祉事業の展開と施設サービスの向上を図ります。 

 

②指定管理者としての責任ある施設管理体制の整備②指定管理者としての責任ある施設管理体制の整備②指定管理者としての責任ある施設管理体制の整備②指定管理者としての責任ある施設管理体制の整備    

管理者の指定を受け、今まで以上に良質なサービスの提供に努めるとともに、適正

な施設管理体制の整備と、経費節減の徹底を図ります。 

 

③行政との連携強化の推進③行政との連携強化の推進③行政との連携強化の推進③行政との連携強化の推進    

 将来施設の老朽化等による大規模修繕が発生することが考えられる中、社協はもと

より各種団体や住民の活動拠点としての施設の整備が不可欠です。 

行政の理解と協力を得ながら社協施設整備について、行政及び関係機関・組織と連

携強化を図ってまいります。 

 

       検討期間－        実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①多くの市民に利用される施設サービスの向上 

 

   

②指定管理者としての責任ある施設管理体制の整備 

 

   

③行政との連携強化の推進 
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４４４４））））財政基盤の強化財政基盤の強化財政基盤の強化財政基盤の強化    

    

《《《《    現現現現    状状状状    》》》》    

 近年の厳しい経済状況、行財政改革や社会福祉の構造改革などの動向は、以前にも

増して目まぐるしく、また深刻化しており、登米市社協予算にも顕著に影響を及ぼし

ています。地域福祉や在宅福祉サービスを担う社協にとっても、この状況は軽視でき

ない重要な局面にあると言えます。常に事業実施の際の財源確保に苦慮しているのが

現状です。 

現在、登米市社協は、地域住民や企業等からの会費（一般・賛助・特別）、登米市

等からの補助金や受託金、介護保険事業の介護報酬や寄付金等を財源に事業を推進し

ています。 

社協が効果的な事業を展開していくためには、何より住民の理解と参画が最も重要

となりますが、住民が参画しやすい事業の立案と体制づくりは必ずしも円滑な形で進

んでいるとは言えません。 

 登米市社協の本部、各支所では、社協会員の拡充、介護保険事業の安定的な経営の

取り組み、共同募金事業の在り方などについて地区委員会や理事会、評議員会等を中

心として様々な協議がなされています。その中でも特に登米市社協の財政基盤の強化

は、地域住民の福祉向上、地域福祉の推進に欠くことのできない重要な事項であると

の共通認識が持たれています。 

 

《《《《    課課課課        題題題題    》》》》    

住民が地域福祉活動に参画しやすい体制を一層強化していくことや住民の福祉サ

ービス利用をより身近なものとしていくために、地域を構成する住民や行政、社協等

が協働していく体制づくりが求められています。 

社協が実施する講座・研修の実施や住民アンケート等を通して、住民ニーズを的確

に把握しながら地域住民の福祉向上を図っていくためには、これらの重要な活動資金

となる社協会費、共同募金配分金等を有効かつ適切な形で活かしていかなければなり

ません。安定した財源の確保は、住民が主体となり創り上げる地域福祉の充実のため

とても重要と言えます。 

また、現在の厳しい経済状況の中、行政からの人件費補助金の増額は厳しい状況に
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ありますが、介護保険事業の収入に依存せざるを得ない現在の状況から、地域住民の

福祉向上に真に必要となる人件費補助金等は確実に確保していく必要があります。ま

た、福祉活動推進のための自主財源確保についても平行し協議していかなければなり

ません。 

    社協会費は、社協が事業を実施する上で最も重要な財源の一つです。合併前は各町

域で違いのあった会費額ですが、社協合併に際して統一されています。しかしながら、

合併前の各支所における取り組み方等をそのまま踏襲していた部分もあり、会費の納

入率、徴収方法、福祉活動推進員や事務局での関わり方等に違いがあり課題を残して

います。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

社協事業に必要となる補助金、各種財団助成金等の確保について理解を得られる様、

登米市内外に社協事業を積極的に周知し財源の確保に努めます。 

社協会費、共同募金配分金、受託金、各種助成金等を財源に市民の地域福祉活動を

支え、住民が主体となる事業を企画・実施します。 

登米市社協は、これらの貴重な財源を有効に活用し住民参加と協働の体制構築に積

極的に取り組んでいきます。 

行政等からの補助金や助成金等のみを事業の財源と捉えることなく、登米市社協と

しても自主財源の確保に努め、より充実した地域福祉活動を推進します。 

配食サービスや移送サービス等をはじめとする社協の福祉事業は、地域住民の生活

に密着したものであり、欠くことのできないものです。市民が社協事業の利用・参画

を永続的に、平等に、同じ条件で利用・活用できる様、市民から確かな信頼を得られ

る事業を適正に運営していきます。 

また、同時に事務費や事業費等の経費縮減を促進するために、事務、事業の見直し

を図り経費の縮減に努めます。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

①①①①会員・会費制度の拡充会員・会費制度の拡充会員・会費制度の拡充会員・会費制度の拡充    

福祉活動推進員等の研修や社協ホームページ、社協だより等を積極的に活用し、市

内全戸の社協会員加入の促進と賛助会員、特別会員の増強に努めます。 
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地域住民の会員会費に対する周知と理解を促進し、住民が主体となって創る新たな

地域福祉の在り方を共に考えていきます。 

 

②②②②介護保険事業の推進介護保険事業の推進介護保険事業の推進介護保険事業の推進    

 登米市社協が実施している介護保険事業の適正かつ安定的な運営に努め、安定的な

財源の確保に努めます。 

社協の介護保険事業専門部会、委員会等において定例で経営会議を開催し経営状況

の把握と適正な事業運営を図ります。 

社協が実施する各種介護保険サービスを利用される方やその家族、そして地域住民

にとって、より身近で安心な心のこもったサービスを提供します。 

 

③③③③共同募金運動の促進共同募金運動の促進共同募金運動の促進共同募金運動の促進    

地域住民等への共同募金運動の啓発を促進し、募金文化の醸成を育み、募金額の増

に努めます。共同募金配分金を財源とする高齢者や障害者等の為の事業、要援護家庭

等への歳末たすけあい配分金事業の推進を図ります。共同募金会から交付された配分

金は、受配事業にふさわしい新規事業を開拓するとともに、地域住民の理解が得られ

るよう、使途内容や効果・実績等を社協だより等で公表していきます。 

 また、共同募金運動の増強を図り、募金額の増に努め、募金の配分金を財源とした

地域福祉事業を通じ地域住民へ事業により還元していきます。 

 

④④④④補助金、受託金、各種助成金の確保補助金、受託金、各種助成金の確保補助金、受託金、各種助成金の確保補助金、受託金、各種助成金の確保    

 公私協働による地域福祉活動について行政等との十分な協議の上で、地域福祉活動

推進に必要な補助金、受託金等を積極的に確保し、多くの住民が参加できる事業を創

造します。 

 また、登米市からの受託事業のより一層の推進を図り、市民にとって、より身近な

事業として利用、参画しやすい体制を構築します。 

 

⑤⑤⑤⑤自主財源の確保自主財源の確保自主財源の確保自主財源の確保 

「寄付や善意銀行等を積極的に活用した事業」、「チャリティ－バザー事業」、「入

れ歯回収ＢＯＸ事業」等の事業実施により自主財源の確保に努め、社協が実施する地
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域福祉活動を推進します。 

 

⑥⑥⑥⑥基金の適正な管理と運用基金の適正な管理と運用基金の適正な管理と運用基金の適正な管理と運用    

 財政調整基金、介護保険基金、備品購入等積立金、その他基金の適正な管理及び運

用をはかり、長期的な視点で社協の健全運営に努めます。 

 

       検討期間－        実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①会員・会費制度の拡充 

  

  

②介護保険事業の推進 

  

  

③共同募金運動の促進 

 

   

④補助金、受託金、各種助成金の確保 

 

   

⑤自主財源の確保 

  

  

⑥基金の適正な管理と運用 
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17171717 年度年度年度年度    18181818 年度年度年度年度    19191919 年度年度年度年度    備備備備        考考考考    

30,694,000 円 30,897,400 円 30,454,100 円 

一般会費：1,200 円【世帯】 

賛助会費：3,000 円【個人】 

特別会費：5,000 円【一口】 

※（ ）内は、当該年度末

の市内全世帯数 

世帯納入（一般）世帯納入（一般）世帯納入（一般）世帯納入（一般）    世帯納入（一般）世帯納入（一般）世帯納入（一般）世帯納入（一般）    世帯納入（一般）世帯納入（一般）世帯納入（一般）世帯納入（一般）    

２１，３５１件 

（25,781 世帯） 

２１，２０６件 

（25,917 世帯） 

２１，０６３件 

（26,056 世帯） 

世帯の世帯の世帯の世帯の 88882222....8888％納入％納入％納入％納入    世帯の世帯の世帯の世帯の 88881111....8888％納入％納入％納入％納入    世帯の世帯の世帯の世帯の 80808080....8888％納入％納入％納入％納入    

    

    

【各支所社協会員の加入状況】【各支所社協会員の加入状況】【各支所社協会員の加入状況】【各支所社協会員の加入状況】    

一般会員一般会員一般会員一般会員【世帯】【世帯】【世帯】【世帯】                                                                                                                                    

                                                                                                            （世帯） 

 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

17 

年度 

5,191 

(7,018) 

1,550 

(1,717) 

2,032 

(2,581) 

3,865 

(4,503) 

1,695 

(1,926) 

2,377 

(2,842) 

1,483 

(1,596) 

2,077 

(2,413) 

1,081 

(1,185) 

21,351 

（25,781） 

18 

年度 

5,154 

(7,109) 

1,515 

(1,730) 

2,017 

(2,559) 

3,863 

(4,538) 

1,656 

(1,939) 

2,350 

(2,861) 

1,524 

(1,592) 

2,056 

(2,422) 

1,071 

(1,167) 

21,206 

（25,917） 

19 

年度 

5,124 

(7,198) 

1,492 

(1,725) 

2,004 

(2,529) 

3,847 

(4,572) 

1,620 

(1,963) 

2,340 

(2,861) 

1,522 

(1,585) 

2,045 

(2,459) 

1,069 

(1,164) 

21,063 

（26,056） 

＊( )内は当該年度末の世帯数、特別養護老人ホ－ム等入所者を除く 

    

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員【個人】【個人】【個人】【個人】                                                                                                                                    

（人） 

 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

17 

年度 

270 6 88 58 32 19 1 0 115 589 

18 

年度 

288 8 81 56 64 15 3 13 115 643 

19 

年度 

269 4 75 54 58 12 3 13 120 608 

    

特別会員特別会員特別会員特別会員    【個人・事業所等】【個人・事業所等】【個人・事業所等】【個人・事業所等】                                                                                                            

 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

17 

年度 

28 名 

33事業所 

333333333333 千円千円千円千円    

9 名 

26事業所 

265265265265 千円千円千円千円    

12 名 

41事業所 

350350350350 千円千円千円千円    

1 名 

12事業所 

165165165165 千円千円千円千円    

２名 

62事業所 

580580580580 千円千円千円千円    

11 名 

50事業所 

410410410410 千円千円千円千円    

0 名 

29事業所 

255255255255 千円千円千円千円    

0 名 

52事業所 

430430430430 千円千円千円千円    

31 名 

46事業所 

480480480480 千円千円千円千円    

94949494 名名名名    

299事業所 

3,2683,2683,2683,268 千円千円千円千円    

18 

年度 

30 名 

41事業所 

375375375375 千円千円千円千円    

15 名 

25事業所 

300300300300 千円千円千円千円    

10 名 

41事業所 

300300300300 千円千円千円千円    

1 名 

12事業所 

165165165165 千円千円千円千円    

２名 

97事業所 

790790790790 千円千円千円千円    

7 名 

44事業所 

335335335335 千円千円千円千円    

1 名 

29事業所 

235235235235 千円千円千円千円    

0 名 

51事業所 

420420420420 千円千円千円千円    

31 名 

46事業所 

485485485485 千円千円千円千円    

97979797 名名名名    

386事業所 

3,4053,4053,4053,405 千円千円千円千円    

19 

年度 

24 名 

43事業所 

355355355355 千円千円千円千円    

16 名 

35事業所 

315315315315 千円千円千円千円    

11 名 

38事業所 

290290290290 千円千円千円千円    

2 名 

27事業所 

250250250250 千円千円千円千円    

２名 

92事業所 

745745745745 千円千円千円千円    

7 名 

44事業所 

340340340340 千円千円千円千円    

0 名 

28事業所 

215215215215 千円千円千円千円    

0 名 

38事業所 

300300300300 千円千円千円千円    

32 名 

43事業所 

460460460460 千円千円千円千円    

94949494 名名名名    

388事業所 

3,2703,2703,2703,270 千円千円千円千円    

登米市社協会費納入状況登米市社協会費納入状況登米市社協会費納入状況登米市社協会費納入状況    
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会費徴収方法会費徴収方法会費徴収方法会費徴収方法                  【平成【平成【平成【平成 20202020 年年年年 10101010 月月月月 1111 日現在】日現在】日現在】日現在】    

 一般会費 賛助会費 特別会費 

迫 

福祉活動推進員が訪問徴収 

（約半数） 

町内会一括納入（約半数） 

福祉活動推進員が訪問徴収 

 

福祉活動推進員が訪問徴収 

 

登米 

福祉活動推進員が訪問徴収

（約２割） 

町内会一括納入（約８割） 

＊依頼は会議で推進員に 

事務局が訪問徴収 事務局が訪問徴収 

東和 福祉活動推進員が訪問徴収 福祉活動推進員が訪問徴収 

福祉活動推進員が訪問徴収 

＊一部事業所分を事務局が 

訪問徴収 

中田 

福祉活動推進員が訪問徴収 

一部町内会一括納入 

福祉活動推進員が訪問徴収 

一部町内会一括納入 

事務局が訪問徴収 

豊里 

福祉活動推進員が訪問徴収 

一部町内会一括納入 

福祉活動推進員長（行政区長）

が訪問徴収 

地区委員による訪問徴収 

一部事務局が訪問徴収 

米山 

町内会一括納入（半数以上） 

福祉活動推進員が訪問徴収 

地区委員に事務局も同行し訪

問徴収 

地区委員に事務局も同行し訪

問徴収 

石越 福祉活動推進員が訪問徴収 事務局が訪問徴収 事務局が訪問徴収 

南方 

福祉活動推進員長（行政区長）

が個別訪問 

事務局が訪問徴収 事務局が訪問徴収 

津山 

町内会一括納入（半数以上） 

福祉活動推進員が訪問徴収 

福祉活動推進員長が訪問徴収 

個人：福祉活動推進員長 

（行政区長）が徴収 

事業所：事務局が訪問徴収 
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(2)(2)(2)(2)地域福祉活動の充実地域福祉活動の充実地域福祉活動の充実地域福祉活動の充実強化強化強化強化    

 

1)1)1)1)住民の地域連携の強化住民の地域連携の強化住民の地域連携の強化住民の地域連携の強化    

《《《《    現現現現        状状状状    》》》》    

地域福祉活動における各地域の取り組みは様々で、その担い手も行政区長、町内

会長、民生委員児童委員、福祉活動推進員、ボランティア等々があげられますが、

地域連携は、これまでその地域で培われていたものでありました。 

時代の流れで徐々に薄れ、少子高齢・核家族社会を迎え、ひとり暮らし高齢者、

高齢者世帯の増加に伴って、地域連携のあり方が改めて問われる時代となっていま

す。 

 

《《《《    課課課課        題題題題    》》》》    

住民互助を基本に事業推進する社会福祉協議会にとって、地域連携の停滞は、大

きな課題となっております。 

住民意識の高揚、住民・行政との協働は、より強い地域の連携を図り、安全安心

のまちづくりに欠かせないものであります。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

地域連携の推進として、小地域ネットワ－ク事業の充実・強化を図ってまいりま

す。ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯、障がい者世帯等地域には、地域からの支援

が必要な方々が生活しており、必要な人に必要に応じて、地域の支えあいの中で進

められるよう、福祉教育の推進とボランティア等の人材の育成を図り、小地域ネッ

トワ－ク組織の構築を登米市社協が担い、「一人ひとりの力をあわせ、みんなの幸

せのために」を達成いたします。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

①小地域ネットワ－ク事業の全市展開①小地域ネットワ－ク事業の全市展開①小地域ネットワ－ク事業の全市展開①小地域ネットワ－ク事業の全市展開    

 現在、石越支所及び津山支所において展開している「小地域ネットワ－ク事業」

をもとにして、推進母体としての事業推進協議会を設置し体制整備を図るとともに、
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要援護者を対象とした調査を実施しネットワ－ク対象者の選定をするほか、ネット

ワ－ク懇談会を開催し地域住民の事業理解を得て全市での活動を展開します。 

 

2)2)2)2)自立生活支援の強化自立生活支援の強化自立生活支援の強化自立生活支援の強化    

 

《《《《    現現現現        状状状状    》》》》    

地域で生活していくためには、地域住民の支援と合わせ、様々な福祉制度・サ－

ビスを有効に利用することも大切です。しかし、支援が必要な人は、そうしたサ－

ビスを知らずに、必要以上に生活負担を背負い生活していることが多々あり、不利

益が生じ、さらに生活困窮をきたす結果にもなっています。 

 

《《《《    課課課課        題題題題    》》》》    

  自立支援が必要な方が、利用に際してその判断に乏しいことも確かで、そのよう

な方に対する支援・サポ－トする体制づくりが課題となっています。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

 支援の方法として、1 つに日常生活自立支援事業（まもり－ぶ事業）があります。

これまで、宮城県社協から一部委託を受け実施してきましたが、地域に即したサ－

ビス提供を基本として捉え、全面委託を受け、関係機関と連携を図り、市民の身近

なサ－ビスと位置づけるとともに、さらに市民の権利を守る意味からも成年後見制

度の法人後見も視野に入れ推進してまいります。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

    ①日常生活自立支援事業の推進①日常生活自立支援事業の推進①日常生活自立支援事業の推進①日常生活自立支援事業の推進    

  利用対象者となる住民の把握のため、市総合支所や地域包括支援センタ－、民生

委員児童委員などの関係機関、関係者の情報を得やすくするために連携を強化する

とともに、日常生活支援事業としてのサポ－トの他に小地域ネットワ－ク事業をは

じめとする関連事業やサ－ビス、制度を絡めた包括的支援体制の強化に努めます。 

 

 



- 20 - 

    ②成年後見制度における法人後見の検討②成年後見制度における法人後見の検討②成年後見制度における法人後見の検討②成年後見制度における法人後見の検討    

  成年後見制度における後見人を必要とする住民が増加することが予想されるこ

とから、行政の対応及び情報を見極めつつ、登米市社協として法人後見の検討を進

め、法人後見を実施するための体制的課題等についても検討を進めます。 

 

3)3)3)3)地域福祉事業見直しによる利用者本位の事業・サ－ビスの強化地域福祉事業見直しによる利用者本位の事業・サ－ビスの強化地域福祉事業見直しによる利用者本位の事業・サ－ビスの強化地域福祉事業見直しによる利用者本位の事業・サ－ビスの強化    

 

《《《《    現現現現        状状状状    》》》》    

  合併により登米市社協として活動していますが、各種地域福祉事業は、合併前の

９町域で実施していた事業を継続して取り組まれ、全て統一した事業展開とはなっ

ていません。それぞれの事業により、その町域だけの事業、又は事業を統一し広域

的展開により効率的・効果的と考える事業展開を進めてきました。 

  また、これまでの事業の取り組みや各種サ－ビス提供は、実施する側の考えで実

施されたことが多く、事業やサ－ビスを受ける側に立った計画が少なかったように

思えます。登米市社協としては、利用者の立場に立った提供を基本としてきました

が、介護保険制度導入後に見られるとおり、利用者の権利意識も生まれ、利用して

いる側の声が反映される事業やサ－ビス提供に変わってきました。 

 

《《《《    課課課課        題題題題    》》》》    

  町域ごとの事業展開は、地域の特色ある事業という見方もできますが、登米市民

であれば同様の地域福祉事業及び各種サ－ビスの利用・参加が望まれるものです。 

  これらの事業は、町域ごとに会費及び共同募金配分金を財源とし事業展開をして

いますが、財源的には非効率的な面もあります。また、事業展開にはボランティア

をはじめとする人材の確保、リ－ダ－の育成も重要な要素となっているので、財源

の確保とあわせ人材の確保育成が求められています。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

  合併から４年が経過する中、地域福祉事業の事業効果を見定め、その時代に対応

した効果的効率的展開を目指し、廃止する事業も視野に入れ、登米市社協全体の地

域福祉事業の統一した広域的な展開を目指します。 



- 21 - 

  さらに、事業展開に必要な財源確保に努めつつ、必要な人材の確保、リ－ダ－の

育成にも取り組みます。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

    ①事業の見直しによる実効性のある事業展開の推進①事業の見直しによる実効性のある事業展開の推進①事業の見直しによる実効性のある事業展開の推進①事業の見直しによる実効性のある事業展開の推進    

  各支所単位の事業展開は、合併前の旧町事業の継続事業として展開されているこ

とから、地域福祉事業の基本視点として、住民ニ－ズの把握、地域問題や課題、住

民課題等に基づく事業展開を図るという社協の使命を再認識し、事業成果・効果を

見極めつつ見直しを進め、真に実効性のある事業の展開を図ります。 

 

    ②事業展開に必要な財源確保と人材確保②事業展開に必要な財源確保と人材確保②事業展開に必要な財源確保と人材確保②事業展開に必要な財源確保と人材確保    

  社協事業の展開に必要な財源の主要なものとして住民会費があります。財源の確

保は言い換えれば、社協事業が如何に住民に理解され、また、住民に周知・認知さ

れているかということが言えます。住民への事業理解を進めつつ必要な財源の確保

に努め、さらに住民との協働活動を進める上で、ボランティアや行政保健事業関係

の育成する人材等の確保にも努力します。 

 

    ③介護保険事業収益を財源とした地域還元事業の展開③介護保険事業収益を財源とした地域還元事業の展開③介護保険事業収益を財源とした地域還元事業の展開③介護保険事業収益を財源とした地域還元事業の展開    

  非営利団体としての立場の登米市社協が展開する介護保険事業の収益の一部を

小地域ネットワ－ク事業を始めとする地域密着・住民生活密着型事業の行政区単位

で実践される活動への活動費等交付の地域還元事業の検討を進めます。 

  

４４４４))))総合相談体制の強化総合相談体制の強化総合相談体制の強化総合相談体制の強化    

 

《《《《    現現現現        状状状状    》》》》    

生活相談・法律相談を各支所単位で定期的に実施していますが、生活相談につい

ては、各支所１０名以内の生活相談員を委嘱して実施しています。法律相談につい

ては、宮城県司法書士会に業務委託し、毎月、各支所輪番で開催しています。 

法律相談については、毎回相談があるものの、生活相談については、相談数が伸び

ていないのが現状です。市民が抱える様々な相談に対する対応が必要でありますが、
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市民から身近な相談所としての開催方法等を検討すべき時期にきているのが現状

です。 

 

《《《《    課課課課        題題題題    》》》》    

相談日の開設については、社協だよりに掲載していますが、相談を依頼する人は、

その問題が出た時点で解決を望んでおり、また、その場での解決を望むことへの対

応がなされていない点が課題となっています。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

生活相談の開催は、市民が常に利用できる場づくりを検討し、それに伴う広報に

ついては、社協だより、ホ－ムペ－ジを活用し、より身近な相談所となるよう最新

の情報を提供していきます。 

多種多様な相談に対応できるよう生活相談員の研修の充実と他相談機関との連携

を密にし、相談解決に向けた体制づくりを推進します。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

①生活相談員の専門性の確保と他機関との連携①生活相談員の専門性の確保と他機関との連携①生活相談員の専門性の確保と他機関との連携①生活相談員の専門性の確保と他機関との連携    

 多種多様化する相談への対応として、生活相談員の専門性の向上が必要となって

おります。現行の生活相談員の選任については、民生委員児童委員等からの選任と

なっていますが、民生委員児童委員にプラスして行政経験を有する人材の登用など

により専門性を確保するとともに、他機関相談員との連携による相談所の開設など

即決可能な相談体制を確立します。 

 

       検討期間－        実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①小地域ネットワ－ク事業 

 

   

②日常生活自立支援事業の全面委託 

 

   

③地域福祉事業の見直し 

 

   

④総合相談体制の強化 
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５５５５))))受託事業の充実受託事業の充実受託事業の充実受託事業の充実    

 

《《《《    現現現現        状状状状    》》》》    

 合併により登米市社協として９事業の取り組みをしていますが、合併前の流れか

ら一部町域で展開している事業がある一方、全市において展開している事業もあり

ます。外出支援サ－ビスのように実施支所で対応していたものを本部一括にまとめ

全市対応とした事業もあり、全て統一した事業とはなっていない現状にあります。 

受託事業は委託元である登米市行政の政策や施策による影響が多大にあります

が、それぞれの事業によっては、その町域だけの事業展開に留まるなど、サ－ビス

を受ける市民の立場から言えば、平等かつ公平とは言えない取り組みをしている現

状にあります 

 

登米市受託事業 

受託事業名 本部 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 

生きがい対応デイサ－ビス

事業 

 

○ 

 

○ 

  

○ ○ 

  

高齢者生きがいと健康づく

り推進事業 

  

○ 

 

○ 

     

外出支援サ－ビス事業 
○ 全市対応 

ミニデイサ－ビス事業 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

配食サ－ビス事業 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

軽度生活援助事業 
 全市対応 ○ 全市対応 

家族介護支援事業 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

レスパイト事業 
       ○   

地域包括支援センタ－事業 
○      担当  担当  

 

 

《《《《    課課課課        題題題題    》》》》    

 すべての事業が全市において展開され、市民に等しく利用されるサ－ビスの確立

が目標とされるところですが、生きがい対応デイサ－ビスや高齢者生きがい活動支

援は未実施地区があることやミニデイサ－ビスや配食サ－ビスのように事業を支

える人材の確保、リ－ダ－の育成、事業実施主体としての登米市社協の職員配置の

不備など、事業の統一及び拡大に必要な条件整備が急務となっております。 

  また、登米市行政の施策としての事業の目標値の明確化による、実施主体である

登米市社協としての計画的展開が求められているところです。 
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《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

 受託事業は、登米市社協の主要となる事業と位置づけており、委託元である登米

市行政や市民から受託事業実施が登米市社協でなくてはならない存在であり続け

ることが必要であると言えます。 

  このようなことから、現状課題を明確にしつつ、全市展開及び市民への平等かつ

公平なサ－ビスの実現へ向けた取り組みとして、登米市社協の担当職員の配置やボ

ランティア、地域リ－ダ－の育成、さらには行政事業とのタイアップなど、目標値

設定による達成のための年次計画を具体的に示した取り組みを進めます。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

    ①登米市行政施策としての目標値の確認①登米市行政施策としての目標値の確認①登米市行政施策としての目標値の確認①登米市行政施策としての目標値の確認    

  委託元である登米市行政が福祉行政施策として受託事業の目標値をどう設定し

ているか、または設定するのかについて早期に確認するとともに、それに伴う登米

市社協の対応の具体的取り組みを明確にします。 

 

    ②全市対応へ向けた事業展開の構築②全市対応へ向けた事業展開の構築②全市対応へ向けた事業展開の構築②全市対応へ向けた事業展開の構築    

  登米市行政の信頼を得て委託事業を受託しておりますが、何よりも大切なことは、

事業展開を進める上で、サ－ビス利用者はもちろんのこと、事業を支えるボランテ

ィアも登米市社協の存在価値をどう認識しているかであります。事業の統一や拡大

についても住民の理解と参加が不可欠であることから、関係機関や関係者への働き

かけや登米市行政の保健福祉事業とのタイアップにより事業推進のための体制整

備を進めます。 

 

    ③行政への代弁と提言③行政への代弁と提言③行政への代弁と提言③行政への代弁と提言    

  受託事業サ－ビスの利用者の決定にあたっては、登米市行政で判断されるもので

すが、事業が広く市民に周知されればされるほど利用者は拡大していくものと思わ

れます。 

登米市行政が定める事業要綱などに地域住民の声や要望、事業実施主体（現場）

としての登米市社協の立場として行政への代弁や提言などの申し入れなど積極的

に展開し、受託事業がより良い事業として発展するよう努めます。 
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       検討期間－        実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①登米市行政施策としての目標値の確認 

 

   

②全市対応へ向けた事業展開の構築 

 

   

③行政への代弁と提言 

 

   

 

 

 

（３）介護保険事業の強化推進（３）介護保険事業の強化推進（３）介護保険事業の強化推進（３）介護保険事業の強化推進    

    

《《《《    現現現現    状状状状    》》》》    

登米市社協合併前の旧町社協単位での介護保険事業の展開は、東和、中田、米山、

石越の４社協が実施しており、合併時にはそのまま事業を引き継ぎ事業展開を図って

まいりました。その間、訪問入浴サ－ビス事業については、平成１９年度に事業効率

化と全市展開を目的として事業所を一本化し、また、時を同じくして石越町域には認

知症対応型のデイサ－ビスセンタ－を新設して事業拡大とサ－ビスの充実へ向けた

取り組みを展開しております。 

登米市においては、介護保険制度が始まって以来、多数の民間事業者の事業参入

により、登米市社協が実施する各サ－ビス事業との競合が激化している状況にあり

ます。 

さらに、介護保険制度の改正により、介護報酬単価の引き下げ等による収入の減

額が影響し、一部事業においては、赤字経営にはなっていないものの、経営が厳し

い状況になってきています。 

 介護保険事業の充実は、地域福祉活動の展開と併せ、財源確保という面からも重

要な位置づけとなっており、介護を必要とする市民に良質なサ－ビスを提供するこ

とはもとより、事業ＰＲを図りつつ、各事業を独立採算制を基本として１１事業所

の経営の健全化に努力しつつ事業展開を図っています。 
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【合併前事業実施状況】【合併前事業実施状況】【合併前事業実施状況】【合併前事業実施状況】        

事業名 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

居 宅 介 護 支援 事業 － － － 1 － 1 1 － － 3 

通 所 介 護 事 業 － － 1 1 － 1 1 － － 4 

訪 問 介 護 事 業 － － － － － 1 － － － 1 

訪 問 入 浴 介護 事業 － － 1 1 － 1 1 － － 4 

グル-プホ -ム事業 － － － － － － 1 － － 1 

 

        【合併後事業実施状況】【合併後事業実施状況】【合併後事業実施状況】【合併後事業実施状況】                                                            （平成２０年９月３０日現在）    

事業名 本部  迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

居 宅 介 護 支援 事業 － － － － 1 － 1 1 － － 3 

通 所 介 護 事 業 － － － 1 1 － 1 1 － － 4 

認知症対応通所介護事業 － － － － － － － 1 － － 1 

訪 問 介 護 事 業 － － － － － － 1 － － － 1 

訪 問 入 浴 介護 事業 1 － － － － － － － － － 1 

グル-プホ -ム事業 － － － － － － － 1 － － 1 

 

 

                        【登米市内介護保険事業所設置状況】【登米市内介護保険事業所設置状況】【登米市内介護保険事業所設置状況】【登米市内介護保険事業所設置状況】            （平成２０年９月３０日現在） 

事業名 迫 登米 東和 中田 豊里 米山 石越 南方 津山 合計 

居 宅 介 護 支援 事業 ７ １ １ 2 － １ １ 2 １ 16 

通 所 介 護 事 業 12 １ 2 4 １ １ １ 2 １ 25 

認知症対応通所介護事業 １ － － － － － １ － － 2 

訪 問 介 護 事 業 5 １ １ １ － １ － － － 9 

訪 問 入 浴 介護 事業 １ － － １ － － － － － 2 

グル－プホ－ム事業 3 － － 2 １ 2 １ １ － 10 

特別養護老人ホ－ム １ １ － １ １ １ － １ １ 7 

シ ョ － ト ス テ イ １ １ １ １ １ １ － １ １ 8 

老 人 保 健 施 設 － － － １ １ － － １ － 3 

訪 問 看 護 － － １ １ １ － － － － 3 

通所リハビリテ－ション － － － １ １ － － １ － 3 

福 祉 用 具 貸 与 ５ － － － － － － － － 5 
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《《《《    課課課課    題題題題    》》》》    

介護保険事業の推進については、「サ－ビスの質の向上を図る視点」、「経営の視点」、

「事業を継続する責任の視点」の三つの視点から課題を分析する必要があり、また、

これらを進めるための組織・事務局体制のあり方についても目を向けることが必要と

なっています。 

現状でも述べましたとおり、登米市では、民間事業者による多数の事業参入により、

社会福祉法人をはじめとする民間事業者は、サ－ビスの質の向上を図ることにより顧

客の確保と満足度を高めることに躍起となって取り組みがなされていますが、登米市

社協においては、各事業所独自で努力はしているものの、総体的に良質なサ－ビス提

供へ向けた具体的方策が計画的に進められていないことがあげられます。 

また、経営の健全化へ向けた取り組みとして、年度決算による経営分析、それにも

とづく経営改善や経営健全化への具体的推進がなされていない現状を踏まえる必要

があります。 

さらに、すべての市民に介護が必要な場合に、それぞれの地域において良質なサ－

ビスを提供する責務があることを踏まえ、一部民間企業のような、採算が取れないか

ら事業から撤退するなどの安易な考え方ではなく、社協としての使命と市民への責任

という立場から、事業が永続的に展開されなければなりません。 

これら三つの視点は、一つひとつが独立したものではなく、それぞれが密接に関連

するものであり、事業運営の完成度を高める視点として捉える必要があります。 

登米市社協合併から４年目を向かえ、これらをより具体的なものとしていくために

は、現状における組織機構等のあり方を再検討することが求められており、登米市社

協として介護保険事業を真に重要な位置づけとして捉えた中での議論が必要とされ

ています。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

平成２０年度において、組織機構改革の検討が進められていますが、介護保険事業

運営と経営管理を専門的に担う位置づけとして組織機構に介護保険担当部署を設置

する方向で早期実現に努めます。 

また、介護保険事業の適切な事業運営を図ることと、総合的に整備充実する方策に

ついて研究協議することを目的として、事業職員で構成する「介護保険事業運営推進
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会議」を設置しております。当面のサ－ビスの質の向上や事業推進については、この

推進会議を中心として進めることにします。 

さらに、市民の介護ニ－ズに対応するため、現状におけるサ－ビス利用の充足度調

査等を行い、登米市において不足するサ－ビスの充足や新たな雇用機会の創設の意味

合いから事業の拡大を進めることと新規事業の展開についても具体的な検討を進め

ます。  

    

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

①組織機構改革による介護保険担当部署の設置①組織機構改革による介護保険担当部署の設置①組織機構改革による介護保険担当部署の設置①組織機構改革による介護保険担当部署の設置    

平成２０年度から組織機構改革が検討されており、中でも介護保険事業担当部署に

ついての機構上の位置づけについて、現状課題によるあるべき姿としての位置づけと

して検討を進め、事業運営及び経営が登米市社協組織機構体制において円滑に推進す

るための体制整備を早期に図ります。 

また、現在設置している部会（総務部会、地域福祉部会、在宅福祉部会）に、新た

に介護保険事業専門部会を設置し、介護保険事業を総合的に推進する機構改革を進め

ます。 

 

②介護保険事業運営推進会議の充実②介護保険事業運営推進会議の充実②介護保険事業運営推進会議の充実②介護保険事業運営推進会議の充実    

現状の各事業の職員で部会を構成する推進会議を開催し、現状課題や業務改善サ－

ビスの質の向上、経営状況の把握、事業推進体制の整備等について研究協議を進めま

す。また、その時々において運営の質とサ－ビスの質の向上を図ることに主眼を置き、

現場主体による事業の完成度を高めるため推進会議を充実させます。 

 

③③③③経営健全化へ向けた経営改善の強経営健全化へ向けた経営改善の強経営健全化へ向けた経営改善の強経営健全化へ向けた経営改善の強化化化化    

介護保険事業の経営について、その年度決算等に基づく専門的な経営把握と分析を

行い、介護保険事業運営推進会議、介護保険事業専門部会、理事会、評議員会で経営

状況の把握及び共有化を図ります。 

さらに、経営改善・経営戦略のあり方など経営健全化計画の作成と併せ、事業経営

における外部経営コンサルタントの導入による専門的見地からの経営力を高める取

り組みを進めます。 
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④④④④新たな事業の新たな事業の新たな事業の新たな事業の検討検討検討検討と現行サ－ビス事業の強化向上と現行サ－ビス事業の強化向上と現行サ－ビス事業の強化向上と現行サ－ビス事業の強化向上    

１）デイサ－ビス事業１）デイサ－ビス事業１）デイサ－ビス事業１）デイサ－ビス事業    

登米市内においては、民間事業所の新設などから最も競合の激しい事業となってお

ります。こうした状況の中、デイサ－ビス事業の顧客確保と現行サ－ビスの質の向上、

特色あるサ－ビス展開が求められている今日、現行のサ－ビス内容に新たな取り組み

として、利用者のリハビリテ－ションの充実と介護予防に重点を置いた取り組みを検

討します。 

リハビリテ－ションの充実は、現在配置の看護師が専門講習受講により、その役割

を果たすこととし、介護予防については、利用者本人及び家族から要望の多いことか

ら、現行サ－ビス内容が身体状況の重度の利用者や軽度の利用者が入り混じった利用

体系となっている現状を踏まえ、介護予防専門スペ－スの確保や専門利用日の新設な

どの対応により効果的な取り組みを進めます。 

 

２）居宅介護支援事業２）居宅介護支援事業２）居宅介護支援事業２）居宅介護支援事業    

現在設置している居宅介護支援事業所３ヵ所の介護支援専門員の増員を進め、事業

所の体制強化を図りつつ、事業所の隣接地域への事業範囲を拡大しサ－ビスの充実強

化を進めます。 

新たな事業所の設置については、本計画年度内において他の事業所設置状況を見極

めた上で検討することといたします。 

 

３）訪問介護事業３）訪問介護事業３）訪問介護事業３）訪問介護事業((((ホ－ムヘルプサ－ビスホ－ムヘルプサ－ビスホ－ムヘルプサ－ビスホ－ムヘルプサ－ビス))))    

現在、米山訪問介護事業所を中心として事業展開をしていますが、徐々にではあり

ますが他町域へのサ－ビスが広まりつつあります。登米市内においては他事業所は８

事業所が事業展開されている現状にありますが、市民にとりましては、サ－ビスの選

択肢が多くあればより良いサ－ビスを選べることになりますので、登米市社協も合併

した今日、一町域での事業展開のみに留まることなく、全市展開を目指すことを検討

します。ただし、全市展開には条件整備が必要なことから、人材確保をはじめ、現在

の各支所事務所をサテライトステ－ションとして活用するなど、必要な条件整備を図

りつつ取り組みを進めます。 

 



- 30 - 

４）訪問入浴介護事業４）訪問入浴介護事業４）訪問入浴介護事業４）訪問入浴介護事業    

合併時に４事業所(東和・中田・米山・石越)において事業展開しておりましたが、

全市展開と事業の効率化を図ることを目的に、平成１９年度に事業所を一本化して事

業推進を図り今日に至っております。 

一本化前の旧町域での利用者は確保できているものの、他町域からの利用者の確保

が低迷していることから、事業ＰＲの強化を図るとともに、居宅介護支援事業所への

営業活動の強化を図る一方、人材確保を図りつつ更なるサ－ビス向上に努め、体制強

化のもと全市全域からの利用者確保の取り組みを進めます。 

 

５）認知症高齢者共同生活介護事業（グル－プホ－ム）５）認知症高齢者共同生活介護事業（グル－プホ－ム）５）認知症高齢者共同生活介護事業（グル－プホ－ム）５）認知症高齢者共同生活介護事業（グル－プホ－ム）    

平成１３年３月に開設し公設民営として事業運営を図ってまいりました。旧登米郡

では第１号のグル－プホ－ムの開設と公設民営の立場から当初より入居費用の設定

が近隣地域では最も安価な設定となっていたため、極めて厳しい経営状況のまま今日

に至っております。 

平成１８年９月からは登米市指定管理施設となり、平成２１年４月から継続して指

定管理施設となることから、これを契機に入居費用の改正を検討しなければならない

状況に迫られております。 

公設民営という立場から大きな収益を上げるものではありませんが、事業の継続性

と施設維持管理費の確保など、一定の収益の確保が望まれています。 

サ－ビスの質と住環境の更なる向上を進めつつ、安定した経営確保へ向けた検討を

進めます。 

 

６）新たな事業の展開６）新たな事業の展開６）新たな事業の展開６）新たな事業の展開    

登米市社協が事業展開する通所介護事業や訪問入浴サ－ビス事業、訪問介護事業の

利用者が短期入所生活介護(ショ－トステイ)を利用した場合は、その期間利用休止と

なり介護報酬もその分収入減となる現状にあります。登米市社協が自ら短期入所生活

介護事業を実施すれば、現状の利用者がショ－トステイ利用によりデイサ－ビス等の

利用を休止しても、登米市社協全体の介護報酬減には繋がらないと言えます。 

また、利用者の立場からのメリットとして、ト－タルケアという観点から同一事業

所(登米市社協介護保険事業)の連携されたサ－ビスを利用することにより、より密度
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の濃い良質なサ－ビスを受けられることが可能となります。 

登米市内では、現在８事業所において事業展開されていますが、利用申し込みが殺

到するなど非常に需要の多い、そして今後利用の増加が見込まれる事業と言えます。

また、登米市社協の現行介護サ－ビス利用家族からも要望として多数寄せられている

ことから、短期入所生活介護事業を新規事業として設置することで検討を進めます。 

 

７）事業展開拠点の新設整備７）事業展開拠点の新設整備７）事業展開拠点の新設整備７）事業展開拠点の新設整備    

現行の訪問入浴介護事業と全市展開を目指す訪問介護事業は、訪問系サ－ビスの位

置づけから相互の業務連携が必要なことと、利用対象者が両サ－ビス合わせて利用す

ることが多々ありますので、ト－タル的サ－ビス展開の観点から事業所事務所を一体

化することが理想的と言えます。新設の短期入所生活介護事業所の施設と合体した事

業展開拠点の新設整備を検討し、実現へ向けた取り組みを進めます。 

また、人材確保と職員の介護技術向上、事業の効率的運営の観点から、両事業の職

員の兼務についても検討を進めます。 

 

       検討期間－        実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①組織機構改革による介護保険担当部署の

設置 

    

②介護保険事業運営推進会議の充実 

 

   

③経営健全化へ向けた経営改善の強化 

  

  

④新たな事業の検討と現行サ－ビス事業の

強化向上 

  

  

 

 

（（（（４４４４）障害者自立支援法における福祉作業所の運営強化と）障害者自立支援法における福祉作業所の運営強化と）障害者自立支援法における福祉作業所の運営強化と）障害者自立支援法における福祉作業所の運営強化と    

新たな事業の検討新たな事業の検討新たな事業の検討新たな事業の検討    

    

《《《《    現現現現    状状状状    》》》》    

登米市社協が設置している福祉作業所は、「豊里福祉作業所工房なかま」と「南方

福祉作業所あやめ園」の２ヵ所です。心身に障がいを持つことにより就業が困難であ

る方に仕事の場を提供し、それぞれの障がいと適正に応じて、自立していくために必
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要な作業訓練と日常生活における適応能力を身につけながら社会参加する力を育て

てきました。 

 

《《《《    課課課課    題題題題    》》》》    

平成２１年度から障害者自立支援法のもと新体系へ移行することから、措置制度に

よる運営から経営へ転換することになり、経営概念の導入による施設運営が求められ

ることになります。また、作業所利用者一人の工賃が低いことから、工賃増額に結び

つける新たな収益事業の開発及び販売経路の確保が緊急的課題となっております。 

一方、障がい者を取り巻く地域の現状を見た場合に、障がい者の保護者が高齢化し

てきていることから、障がい者自身の自立した生活を支える施策の展開が必要となっ

ています。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》    

新体系移行後は、「豊里福祉作業所工房なかま」は就労継続支援Ｂ型に、「南方福祉

作業所あやめ園」は生活介護型になることから、経営感覚の導入により安定かつ適切

な経営による運営を目指します。また、利用者ニ－ズを的確に踏まえたサ－ビスの更

なる充実を図りつつ、利用者に支払われる工賃増額へ向けた事業・業務の検討と研究

を進めます。さらに、障がい者を取り巻く社会情勢等の変化へ対応した新たな事業の

検討を進めます。 

 

《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

①経営感覚導入による安定かつ健全な経営の確保①経営感覚導入による安定かつ健全な経営の確保①経営感覚導入による安定かつ健全な経営の確保①経営感覚導入による安定かつ健全な経営の確保    

従来の措置制度から「給付」による収入によって施設運営を進めることになります

ので、収支状況の的確な把握の徹底や職員意識の転換などを進め、安定かつ健全な経

営の確保に努めます。 

 

②工賃増額へ向けた事業の開発と業務の検討②工賃増額へ向けた事業の開発と業務の検討②工賃増額へ向けた事業の開発と業務の検討②工賃増額へ向けた事業の開発と業務の検討    

利用者が地域において自立した生活をするためには、その生活を支える一定の収入

の確保が必要となります。このことから、作業所において工賃に結びつく安定的収入

が確保される事業と業務が必要となるため、新規事業の新たな開発を早急に検討し実
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現を図ります。 

 

③利用者ニ－ズに基づくサ－ビスの充実強化③利用者ニ－ズに基づくサ－ビスの充実強化③利用者ニ－ズに基づくサ－ビスの充実強化③利用者ニ－ズに基づくサ－ビスの充実強化    

障害者自立支援法による作業所の運営については、介護保険法による給付サ－ビス

事業と同様で、利用者がサ－ビスを自由に選択できるものであります。したがって利

用者から選択される作業所サ－ビス内容の充実強化を図り、利用者ニ－ズを的確に踏

まえたサ－ビスの確保と向上を最重点として努力します。 

 

④新たな事業の検討④新たな事業の検討④新たな事業の検討④新たな事業の検討    

障がい者を取り巻く社会環境や情勢、家庭生活環境の変化に伴い、現在或いは将来

的に自立した生活の確保が必要なことと、特に保護者の高齢化や扶養義務者がいない

などの対策として、「生活支援ハウス」や「グル－プホ－ム」の設置について検討を

進め自立支援へ向けた取り組みを推進します。 

 

       検討期間－        実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①経営感覚導入による安定かつ健全な経営

の確保 

    

②工賃増額へ向けた事業の開発と業務の検   

 討 

  

  

③利用者ニ－ズに基づくサ－ビスの充実強         

 化 

  

  

④新たな事業の検討 

 

   

 

 

（（（（５５５５）必要な情報の提供活動）必要な情報の提供活動）必要な情報の提供活動）必要な情報の提供活動    

    

《《《《    現現現現        状状状状    》》》》    

市民に対しての情報提供活動の一環として、登米市社協設立の初年度より「登米市

社協だより」の広報紙を年間４回発行（全戸配布）し、より迅速な情報伝達を行って

います。各支所においては、支所だより（年間６回～１２回）及びボランティアセン

ターだよりの発行により支所単位の活動、ＰＲに努めています。それらの情報提供が

社協からの一方的なものにならないよう、社協と住民のパイプ役として福祉活動推進

員を配置するとともに、各地区に広報モニターを配置し、住民の声を活かした広報紙
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づくりに努めています。 

さらに、平成１９年度にはホームページを開設し、情報の双方化のシステム整備を

図っています。 

また、情報の活動強化を図った一方で、個人情報ガイドラインの整備や福祉ニーズ

把握のための調査の実施、取り組みがなされていないのが現状です。 

 

《《《《    課課課課        題題題題    》》》》    

 「社協」「住民」「保健・福祉団体」間の連携、交流を図り、必要としている保健・

福祉に関するサービスの情報を入手しやすい組織づくりが必要です。そのためには広

報紙やホームページでの情報の啓発活動をより一層高めていかなければなりません。 

現在、社協だより等の広報紙を定期的に発行しているものの、各支所だより等の発

行回数には差異があります。その都度住民の方々に情報を伝達していますが、より効

果的な情報提供活動として開設したホームページも、アクセス数が平成２０年９月末

現在で１，８００程度となっており、開設のＰＲ不足が考えられ、利用する方に効率

的な活用が必要となっています。 

 情報を必要としている方の年齢層、分野等も大きな開きがあるため伝えようとして

いる情報が伝わっていない場合もあります。個人情報保護の観点からの調査活動の取

り組み方を考え、地域福祉課題等のニーズ把握に努めなければなりません。 

 また、福祉活動推進員・広報モニター等市民の参加を得て進められる事業について

は、人材育成も含め、その人材活用のための研修も必要となっています。 

 

《《《《    推進目標推進目標推進目標推進目標    》》》》 

保健・福祉に関する情報の提供は「わかりやすく」「具体的」であることが大切な

ため、情報の提供にあたって用語の使い方や表現方法、デザイン等を工夫していきま

す。パソコン等、現代社会の情報機器の扱いに不慣れな方に対しても必要な情報がい

ち早く届くように、ホームページの内容もわかりやすく表記し、より多くの地域住民

に伝わるように効果的な情報提供を行っていきます。個人情報を保護し、調査活動の

取り組み方を考え、地域福祉課題等のニーズ把握をしていき、民生委員児童委員や福

祉活動推進員等の住民と密接な関係にある方々の協力を得ながら、情報提供活動に努

めます。 
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《《《《    具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み    》》》》    

１）わかりやすい情報提供活動と情報の透明化１）わかりやすい情報提供活動と情報の透明化１）わかりやすい情報提供活動と情報の透明化１）わかりやすい情報提供活動と情報の透明化    

①わかりやすい情報提供活動①わかりやすい情報提供活動①わかりやすい情報提供活動①わかりやすい情報提供活動    

広報委員会で作成している社協だよりや各支所ボランティアセンターだより等の

広報紙には大きな活字ではっきりと分かるように漢字にはふりがなを付けたり、朗読

ボランティアによる音声録音を拡充し、障がいを持っている人への情報を提供してい

きます。障がいに関する情報を住民、障がい児・者へ提供し、障がいへの理解を深め

るようにしていきます。交流会や情報交換会などを企画し、積極的に参加してもらう

ように支援していきます。また、保健・福祉活動団体掲載の冊子を作成することによ

り、地域の福祉活動を担っている方々の活動も住民に身近な場所での情報提供活動

（出張説明会や出前講座）に活かしていきます。 

 

②情報の透明化②情報の透明化②情報の透明化②情報の透明化    

社協の活動をわかりやすく周知し、住民とのかかわりを深めていき、社協の目的、

役割、組織体制、事業内容について社協だよりやボランティアセンターだより等、広

報紙を通し情報を公開していきます。 

 

２）情報が入手しやすい環境を整備２）情報が入手しやすい環境を整備２）情報が入手しやすい環境を整備２）情報が入手しやすい環境を整備    

①情報の双方向化①情報の双方向化①情報の双方向化①情報の双方向化    

 情報の入手方法が年代ごとに異なるので、若年層・中年層にはインターネットや携

帯電話などを活用し、ホームページも効果的に利用してもらうためホームページ上で

の質問や意見を受け付けていき、高齢層には大きな活字でのパンフレットや広報誌を

活用し、住民の声を聞いていける環境を整備していきます。 

 

②個人情報の保護②個人情報の保護②個人情報の保護②個人情報の保護    

ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯等、支援を必要としている人たちに本人の承諾を

受けた上で、個人情報を保護しながら、地域ぐるみでサポートしていきます。 

 

③調査研究活動③調査研究活動③調査研究活動③調査研究活動    

地域住民と密接な関係（区長会、町内会、民生委員児童委員、福祉活動推進員等）
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にある人たちとの連携を密にとり、情報を必要としている人にいち早く伝わるように

していきます。また、地域の福祉課題等を調査・研究することにより、ニーズに即し

た事業及びサービスの開発・研究を行います。 

 

    検討期間－      実施期間－ 

実 施 項 目 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

①わかりやすい情報提供活動 

  

  

②情報の透明化 

 

   

③情報の双方向化 

  

  

④個人情報の保護 

 

   

⑤調査研究活動 

  

  

 



経理区分：法人全体

【収入の部】 （単位：千円）

勘定科目（大） H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 備考

会費収入 30,770 30,936 31,106 31,282

寄付金収入 0 0 0 0

経常経費補助金収入 140,810 140,810 140,810 140,810

助成金収入 200 200 200 200 ボラセン助成金

受託金収入 101,072 101,072 101,072 101,072 指定管理含

事業収入 17,947 17,947 17,947 17,947

貸付事業等収入 15,700 15,700 15,700 15,700

共同募金配分金収入 16,994 16,994 16,994 16,994

介護保険収入 374,159 419,058 426,541 434,024

自立支援費等収入 35,834 35,834 35,834 35,834

利用料収入 1,142 1,257 1,257 1,257

雑収入 1,637 1,637 1,637 1,637

受取利息配当金収入 335 335 335 335

経理区分間繰入金収入 65,268 65,268 65,268 65,268

施設整備等寄附金収入 0 0 0 0

積立預金取崩収入 0 0 0 0

その他の収入 0 0 0 0

前期末支払資金残高 160,108 151,615 154,763 161,891

収入合計（１） 961,976 998,663 1,009,464 1,024,252

【支出の部】

勘定科目（大） H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 備考

人件費支出 475,469 499,655 503,328 507,067

事務費支出 38,722 42,463 42,463 42,463

事業費支出 157,629 163,241 163,241 163,241

貸付事業等支出 15,700 15,700 15,700 15,700

助成金支出 3,501 3,501 3,501 3,501

経理区分間繰入金支出 65,269 65,269 65,269 65,269

固定資産取得支出及び繰入支出 4,500 4,500 4,500 4,500

積立預金積立支出 30,000 30,000 30,000 30,000

その他の支出 19,543 19,543 19,543 19,543

流動資産評価減等による資金減少額等 28 28 28 28

支出合計（２） 810,361 843,900 847,573 851,312

当期末支払資金残高（１）－（２） 151,615 154,763 161,891 172,940
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